
  

平成31年3月策定　令和6年3月一部改訂



 

 

 



 

 

はじめに 
 

 前マスタープランは平成 22 年に、合併前の旧３市

町のまちづくりを尊重しつつ、実効性のある新たな

都市計画の基本的な方針として策定されました。そ

の後、計画に基づき施策や事業を進めてまいりまし

たが、人口減少・少子高齢化の進展や都市の低密度

化に伴う都市機能の低下など、様々な課題が浮き彫

りになってきております。また、全国的に都市の拡

大からコンパクト化への転換が求められる中で、国

の政策としても平成 26 年に立地適正化計画制度が創設されました。 

 一方、圏央道の県内全区間開通や古河名崎工業団地の稼働により、本市はか

つてない飛躍的な発展の契機を迎えています。 

 このようなことから、都市経営の全体構造を見直し、本市の特性にあわせた

コンパクトシティの形成を目指すため、都市計画マスタープランの改定ととも

に、立地適正化計画を策定いたします。 

 新しく掲げる「にぎわい・安らぎのある拠点形成と安全な暮らしの実現」に

向け市民の皆様と一体となって取り組んでまいりますので、皆様の一層のご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、今回の改定及び策定に際しまして、市民アンケート等により貴重な

ご意見を頂きました市民の皆様、筑波大学システム情報系社会工学域教授谷口

先生をはじめ策定懇談会の委員の皆様、都市計画審議会の委員の皆様に対して

は、心から感謝申し上げます。 

 

平成 31 年３月 

古河市長  針  谷    力   
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序章 

 

1 計画見直しの背景 
 

本市では、平成 22 年度に第一次古河市総合計画に即して「古河市都市計画マスター
プラン」（目標年次：平成 43 年（2031 年）、中間年次：平成 33 年（2021 年）を策
定し、これに基づいて様々な都市づくり施策を展開してきましたが、計画策定以降、本
市を取り巻く状況は大きな変化をみせています。全国的な人口減少・少子高齢社会の到
来、都市の低密度の進展、またそれらに伴い都市機能の低下、行財政運営の逼迫、人口
の流出、地域コミュニティの崩壊などの様々な課題が生じています。都市計画に求めら
れる役割や位置づけも、従来の成長・拡大型から新たな時代に対応する成熟・集約型へ
の転換が求められています。 

そのような中、国においては平成 26 年８月に 「都市再生特別措置法等の一部を改正
する法律」が施行され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクト・プラス・
ネットワークを基軸においたまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設さ
れました。 

本市の特性に合わせたコンパクト・プラス・ネットワークの形成を推進するために、
立地適正化計画の策定と都市計画マスタープランの見直しが求められています。 

 
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災、本市も罹災した平成 27 年 9 月の関

東・東北豪雨などにより、地域コミュニティの重要性、新たなエネルギー環境のあり方、
都市防災などへの関心が高まっています。将来にわたって安心・安全に住み続けられる
ことを目指し、市の最上位計画である「第２次古河市総合計画（平成28年3月策定）」
と「古河市まち･ひと･しごと創生総合戦略（平成 28 年３月）」が策定され、それに伴
い各分野別計画の改定も進んでいます。本計画の上位計画である都市計画区域の基本方
針を定める「古河都市計画区域マスタープラン（平成 28 年５月）」の見直しも行われ
ました。 

 
前計画の目標年次は中間年次が平成 33 年（2021 年）に設定されていますが、社会情

勢や市民意識の変化、国のコンパクト・プラス・ネットワークの推進、市の上位計画の
見直しなどに鑑み、都市計画マスタープランを改定することとします。 
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2 計画の概要 
 

（１）都市計画マスタープランの位置づけ 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 に基づいて市町村が定める、
市町村の都市計画の基本的な方針であり、以下のような役割を担っています。 

 

○ 中長期的な視点に立った都市の将来像を基本構想に即して明確にすること。 

○ 具体的な都市計画や事業計画の決定・変更の指針となること。 

○ まちづくりに係る個別計画相互の調整を図ること。 

○ 住民の都市計画に対する理解とまちづくりへの主体的な取組みを促すこと。 

 

■古河市都市計画マスタープランと諸計画との関係 

 

 

 

 

 

 

（２）目標年次及び推計人口 

本計画の目標年次については、上位計画となる『古河都市計画区域マスタープラン』、
『古河市総合計画』及び『古河市まち・ひと・しごと創生総合戦略』を踏まえ、目標年
次を平成 47 年（2035 年）とします。 

なお、目標年次の推計人口は約 11 万 7 千人となります。 
本計画は、定期的に評価を行っていくとともに、社会情勢や市の状況の変化等を勘案

して、見直しを図っていくこととします。また、まちづくりは長期的展望をもって継続
的に進める必要があることから、本計画では、目標年次を超える中長期的な方針等につ
いても含んだ内容とします。 

 

  

【個別の都市計画】 
 
・区域区分 
・地域地区 
・都市施設 
・市街地開発事業 
・地区計画   等 

古河市総合計画 
（平成 28 年 3 月策定） 

古河都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 
（平成 28 年５月変更） 

国土形成計画（全国計画） 
（平成 27 年 8 月 14 日閣議決定）

 

分野別の計画 

古河市都市計画 
マスタープラン 

古河市立地適正化計画 
 

連携・整合 
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（３）対象区域 

市域の一体的なまちづくりを進めるため、古河都市計画区域に指定されている市域全
体を計画の対象とします。 

 
 

 

（４）計画の構成 

都市計画マスタープランは、市が目指すべき将来の姿を示す「都市の将来像」、市全
体の部門ごとのまちづくりの方針を定める「全体構想（部門別方針）」、地区・拠点づ
くりの方針を定める「地区別構想」及びまちづくりの実現に向けた「実現化方策」で構
成します。 

 

■古河市都市計画マスタープランの構成 

 

 

 
 
 

実現化方策 

○計画推進に向けた
施策展開の方向性 

○協働型のまちづくり  
○計画の進行管理 

全体構想 
（部門別方針） 

○土地利用の基本方針 
○交通体系の基本方針 
○環境の基本方針 
○都市防災の基本方針 
○景観形成の基本方針 

地区別構想 
○古河地区 
○総和地区 
○三和地区 
 

都
市

将
来
像 



 

 

 

  

 

第 １ 章 
 
 
 

古河市の概況 

１ 本市を取り巻く概況 
２ 広域的状況の変化 
３ 本市が抱える都市づくりの主要課題 
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第１章 

 

1 本市を取り巻く概況 
 

（１）概況 

本市は、東京都心から 50 ㎞ 圏内、関東平野のほぼ中央、茨城県の最西端に位置し、
東は結城市、八千代町、南から西にかけては坂東市、境町、利根川を挟んで五霞町、
埼玉県加須市、北は栃木県野木町、小山市と接しています。 

古河という地名は、「万葉集」や「吾妻鏡」に名前が出てくるなど、その歴史は古
代にさかのぼります。江戸時代においては日光街道の宿場町として、また下総国の古
河城の城下町として栄えました。 

総面積は 123.58 ㎞ 2、標高は 10～25m でほぼ全域にわたって平坦な地形となって
います。気候も概ね温暖であることから、生活の場・生産の場として恵まれた自然条
件にあるといえます。 

JR 東北本線をはじめ、国道 4 号や新 4 号国道等の交通ネットワークが整備されてい
ることから、さいたま新都心、小山、宇都宮との交流が盛んであり、人口・住宅・工
業化の集積が進んできました。 

平成 17 年 9 月 12 日には、古河市・総和町・三和町の 1 市 2 町が合併して現在の
「古河市」が誕生しました。平成 29 年 2 月には本市に近接する圏央道（首都圏中央連
絡自動車道）の県内区間の全面開通もあり、県西の拠点として今後ますますの発展が
期待されています。 
 
 
 
 

 
 上空から見た古河市 
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（２）人口・世帯 

① 人口・世帯の動向 

本市の人口は、近年微減傾向にあり、2015 年には 140,946 人となっています。
０～14 歳の年少人口は 1985 年以降減少傾向にあり、15～64 歳の生産年齢人口も
1995 年をピークに減少しています。65 歳以上の老年人口は大幅に増加し、1985 年
では 10,752 人でしたが 2015 年では 35,974 人と 3.34 倍になっています。また、
人口減少にもかかわらず、世帯数は増加傾向にあります。 

高齢化率は、2010 年以降超高齢社会に突入し、1985 年では 8.3％に対して、
2015 年では 25.5％と 17.2 ポイントの上昇となっており、現在も高齢化が進んでい
ます。 

 

■人口・世帯数の推移 

 
※合計は年齢不詳を含む    出典：国勢調査 

■高齢化率の推移 

 
出典：国勢調査 

31,261 28,515 26,085 22,949 20,651 18,824 17,562

87,818 97,207 102,649
102,450 99,277 93,698 87,054

10,752
13,516

17,218 21,051 25,324
30,304

35,974

35,469
40,130 44,570 46,859 48,511 50,465 52,571

129,842
139,232

146,003 146,452 145,265 142,995 140,946

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（人、世帯）

老年人口 生産年齢人口 年少人口 世帯数 総数

8.3%
9.7%

11.8%
14.4%

17.4%

21.2%

25.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

高齢化率

 

序
章 

計
画

概
要 

第
１
章 

古
河
市

概
況 

第
２
章 

都
市

将
来
像 

第
３
章 

全
体
構
想 

第
４
章 

地
区
別
構
想 

第
５
章 

実
現
化
方
策 

参
考
資
料 

 



 

- 8 - 

 

② 人口集中地区（DID）の推移 

人口集中地区（DID）の変遷をみると、1980 年は古河駅周辺に集中していました
が、2015 年には古河駅を中心とする鉄道沿線、けやき平周辺、総和地区の上辺見周
辺に広がっています。 

DID 地区の人口は、増減を繰り返しながらも、全体としては増加傾向にあり、
2015 年には 50,088 人となっています。 

DID 人口密度は、1990 年の 63.4 人/ha をピークに減少傾向にあり、2015 年は
52.2 人/ha となっています。 

 

■人口集中地区の区域図（1980 年、2015 年） 

 
 

■人口集中地区の人口密度の推移 
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出典：国土数値情報より作成 

出典：国勢調査 
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③ 地区別の人口動向 

地区別の人口動向をみると、総和地区では 1995 年から 2015 年の最近 20 年間で
2,072 人の増加となっています。古河地区、三和地区においては 1995 年以降、減少
傾向にあります。 

地区別の世帯数動向においては、全地区において 1995 年以降の世帯数の増加がみ
られます。 

 

■地区別の人口動向    

 
出典：国勢調査 

■地区別の世帯数動向 

 
出典：国勢調査 
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地区別の人口動向をみると、すべての地区で 1995 年以降、年少人口の減少と老年
人口の増加がみられます。生産年齢人口の動向をみると、古河地区では 1995 年以降
減少傾向がみられます。総和地区と三和地区では 2000 年までは生産年齢人口が増加
していましたが、2005 年以降は減少に転じました。 

古河地区と三和地区では、ほぼ同様の人口推移をたどっており、老年人口の増加に
対して、生産年齢人口及び年少人口の減少が大きく、人口減少が進んでいます。 

総和地区では、2005 年以降も地区として人口増加が続いていますが、生産年齢人
口及び年少人口は減少しており、高齢化が進行しています。 

 

■古河地区の年齢三区分別人口の推移 

 
出典：国勢調査 

■総和地区の年齢三区分別人口の推移 

 
出典：国勢調査 

■三和地区の年齢三区分別人口の推移 

 
出典：国勢調査 
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※各地区とも年齢不詳を含むため、年齢三区分別人口の合計と地区別人口は一致しない。 
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（３）土地利用 

① 土地利用規制 

古河駅周辺の市街化区域では、古河駅を中心に商業系の用途地域が指定されており、
その周辺に住居系の用途地域が主に指定されています。また、総和地区南部、三和地
区において飛び地で市街化区域が指定されており、工業系の用途地域が指定されてい
ます。 

市街化調整区域はほとんどが農業振興地域に指定されており、河川沿いを中心に、
農用地区域に指定されています。 

 

■用途地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

■農業振興地域・農用地区域 

           

出典：国土数値情報より作成 

出典：国土数値情報より作成 
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② 土地利用動向 

1976 年と 2014 年の土地利用を比較すると、市街化区域では総和地区北部や古河
地区南部等において市街化が進んでいます。 

また、本来は市街化を抑制するべき市街化調整区域においては、市域全体で田、畑、
森林といった自然的土地利用から都市的土地利用への転換が進んでおり、特に国道
125 号や県道結城野田線の沿道など、主要幹線道路沿いでの土地利用転換が顕著とな
っています。 

■土地利用の動向（1976 年、2014 年） 

 【1976 年】※都市計画区域界、市街化区域界は 2011 年時点           

 

 【2014 年】  

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国土数値情報より作成 

出典：国土数値情報より作成 
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③ 空き家の状況 

本市の空き家は平成 5 年から平成 20 年の 15 年間で、4,700 戸増加し、空き家率
も 9.3％から 14.7％まで上昇しましたが、平成 25 年には空き家数・空き家率ともに
減少し、空き家数が 8,190 戸、空き家率が 13.9％となっています。 

 

■空き家の推移 

   

出典：住宅土地統計調査 
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（４）交通 

① 道路 

古河市内の道路状況は、主要幹線道路として、南北を結ぶ国道 4 号、新 4 号国道、
県道結城野田線、東西を結ぶ国道 125 号、国道 354 号、筑西幹線道路、県道つくば
古河線等が配置されています。また、本市と広域交通網のアクセス口として、隣接す
る境町に圏央道（首都圏中央連絡自動車道）の境古河 IC が整備されています。 

市道については、平成 29 年４月１日現在において、幅員 4m 以上の道路実延長は
約 1,774 ㎞、改良率は 48.2％となっています。なお、道路幅員に関係なく全市道を
対象としていた平成 26 年までは、実延長・改良率共に増加傾向にありました。 

都市計画道路の整備密度を茨城県と比較すると、県平均を下回っています。平成
42 年には 2 ㎞/㎞ 2 が目標に掲げられており、都市計画道路の早期完成が求められま
す。 

  

■交通ネットワーク図 

 

 

 

 

 

  

 

 

 出典：古河都市計画区域マスタープランより作成 
 

■市道整備の推移                ■都市計画道路の整備密度 

 

 

 

 

 

 

出典：統計古河             出典：古河都市計画区域マスタープラン 
 

各年４月１日現在 

※全区域：ここでは、茨城県におけるすべての都市計画区域 

※平成 26 年までは幅員に関係なく全市
道を対象として道路実延長及び改良
率を算出。平成 27 年以降は幅員 4m
以上の市道のみを対象として算出。 
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② 公共交通 

i. 公共交通ネットワーク 

鉄道は JR 東北本線が市域西部を縦断しており、北部に古河駅を有しています。 
鉄道駅とバス停からの徒歩圏域を見ると、古河地区や総和地区の市街化区域は、

工業団地が形成されているエリアを除いて概ねカバーされています。 
三和地区の市街化区域は、バス路線の徒歩圏域でカバーされていない地域が多

い状況ですが、デマンド交通が運行しており、地域間や施設間を連絡しています。 
 

■鉄道・バス路線のネットワークと公共交通サービス圏  

※鉄道駅 800ｍ圏域、バス停 300ｍ圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土数値情報より作成 
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ii. 公共交通の利用状況 

JR 東北本線古河駅の 1 日当たりの乗車人員（乗車のみ）は、平成 16 年から平
成 23 年にかけて減少傾向にありましたが、その後は平成 28 年にかけて微増微
減を繰り返しながら、13,000 人台で推移しています。 

本市のバス路線数は、平成 23 年をピークに減少し、現在は３社によって 13
路線が運行されています。バス路線の年間乗降客数は平成 24 年まで年々減少傾
向にありましたが、平成 25 年、平成 26 年と増加し、ここ２年間は約 51 万
4000 人で横ばいの傾向です。 

 

■古河駅における 1 日当たりの乗車人員（乗車のみ）の推移              

 

出典：東日本旅客鉄道 HP 

■バスの年間乗降客数と路線数の推移

  

出典：統計古河 
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（５）産業 

① 農業の動向 

本市には、約 3,000ha の経営耕地が広がり、野菜・米・花きなどの農業をはじめ、
畜産も営まれています。 

しかしながら、平成 17 年から平成 27 年までの 10 年間で、農業就業人口は 4,406
人から 3,021 人に 1,000 人以上減少しており、経営耕地総面積も 3,664ha から
3,039ha と 600ha 以上の減少となっています。 

 

■農家数等の推移            ■農業産出額の内訳（平成 26 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市町村の姿グラフと統計でみる農林水産業 

 

 

 

 

出典：統計古河 
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② 工業の動向 

本造品出荷額の推移をみると、平成 14 年から平成 20 年にかけて増加傾向にあっ
たものの、平成 21 年のリーマンショック後の影響が大きく、約 4,754 億円まで落ち
込んでいます。その後は徐々に回復し、平成 24 年には約 5,832 億円と、リーマンシ
ョック以前の状況を回復しました。平成 25 年は、自動車製造業の立地もあり、約
7,478 億円まで急増しましたが、その後は微減の傾向に転じています。 

一方、従業者数の推移では平成 20 年まで 18,000 人以上の雇用があったものの、
平成 23 年の 15,621 人まで減少傾向が続きました。その後、平成 24 年には増加傾
向に転じましたが、リーマンショック以前の状況までは回復していない状況です。 

 

■事業所の従業者数・製造品出荷額の推移 

  
出典：工業統計調査 経済センサス―活動調査（平成 27 年の値は平成 28 年経済センサス） 

③ 商業の動向 

小売業及び卸売業の事務所数と年間商品販売額の推移を見ると、事業所数では平成
６年以降減少傾向にあり、平成 26 年では 1,182 事業所となっています。年間商品販
売額は平成９年の約 3,586 億円をピークに、平成 26 年には約 2,107 億円まで減少
しています。 

■小売業及び卸売業の事業所数・年間商品販売額の推移 

 

出典：商業統計調査 経済センサス 
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（６）公園・緑地 

本市には、都市計画公園として古河総合公園（古河公方公園）や中央運動公園など

が計画的に整備されています。また緑地として、渡良瀬川及び利根川の河川敷に、約

285.7ha の広さの古河市渡良瀬総合運動公園が整備されています。その他にも、ネー

ブルパークやふるさとの森など、市民の憩いの場・レクリエーションの拠点となる公

園や緑地が整備されています。一方、公園の立地をみると、古河地区・総和地区に集

中しており、三和地区には少ない状況が伺えます。 

 
■公園の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報より作成 
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（７）下水道・河川 

① 下水道の現況 

本市の下水道が整備済のエリアと認可区域はほぼ市街化区域内ですが、谷貝周辺や

東山田周辺などの市街化調整区域においても下水道が整備されたエリアがあり、今後

も一部エリアで整備が予定されています。公共下水道計画区域外では、農業集落排水

や合併処理浄化槽などが整備されています。名崎工業団地の西部では農業集落排水が

施工中であり、尾崎周辺では今後計画されています。 
 

■下水道の整備状況図 

 

 

 

 

 

 

 

出典：古河市公共下水道事業計画図より作成 

② 河川の現況 
本市は、渡良瀬川及び利根川が南西から西の市境を形成しています。また市内の河

川は、本市を縦断するように、多くが北から南に向かって流れています。代表的な河

川として、西から向堀川、女沼川、磯川、宮戸川、柳川、西仁連川、飯沼川、東仁連

川があります。 
 

■河川の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報より作成 
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（８）防災・防犯・交通安全 

① 自然災害 

本市は南部に利根川が、西部に渡良瀬川が流れていることから、南西部が浸水想定
区域に指定されており、特に古河地区南部や総和地区南部は 2.0m 以上の浸水が想定
される区域となっています。 

一方、本市は関東平野のほぼ中央に位置し、全域にわたり平坦な地形が広がってい
ることから、土砂災害警戒区域及び土砂災害警戒危険区域の指定はごく一部となって
います。 

 

■浸水想定区域等の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報より作成 

※浸水想定区域は、計画降雨により浸水が想定される区域のうち、利根川、渡良瀬川、思川のいずれかの河川が氾濫し、浸水

した場合に想定される水深が 2.0ｍ以上となる区域の合計であり、国土交通省で作成された各浸水想定区域図をもとに作成。 
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② 犯罪 

本市の犯罪認知件数は減少傾向にあり、平成 28 年では 1,012 件でした。また、凶
悪犯（殺人、放火、強姦）の認知件数も増減はあるものの全体として減少傾向にあり、
安全・安心なまちづくりが進められています。 

 

■犯罪認知件数の推移 

 
出典：統計古河 

 

③ 交通安全 

本市の交通事故の発生件数は微減傾向にあり、平成 28 年度では 443 件でした。圏
央道境古河 IC や名崎工業団地の整備に伴って、交通量の増加が見込まれる中でも、交
通安全性は確保されています。 

 

■交通事故の発生件数の推移 

 

出典：統計古河 
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（９）財政 

① 歳入・歳出 

平成 26 年度の歳入額は、平成 18 年度と比較して、歳入全体としては増加してい
ますが、市債や県支出金などの依存財源の割合が増加しており、自主財源の割合が減
少しています。 

平成 26 年度の歳出額は、平成 18 年度より増加しており、扶助費などの義務的経
費や、民生費が大幅に増加しています。 

 

■歳入・歳出の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年度決算カード 
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② 公共施設の状況 

市の公共施設は、合併前の旧 3 市町時代に、高度経済成長を背景に人口が急増した
昭和 40 年代から 50 年代にかけて集中的に整備されたものが多く、これまで、市内
の公共施設の総延床面積は、一貫して増加し続け、平成 25 年度末には 34 万 5,213
㎡となっています。また、市の人口 1 人当たりの延床面積は、昭和 45 年（1970 年）
に 0.1 ㎡であったものが、平成 25 年には 2.3 ㎡となっています。 

また、学校施設については、昭和 56 年以前の旧耐震基準で建設されたものが多い
ため、児童や生徒の安全を考慮し、既に耐震補強工事は完了しております。 

しかしながら、学校施設も含め公共施設においては、経年による設備や内外装など
の老朽化や損壊等は避けられないため、今後大規模改修や更新（建替え）が必要なも
のと考えられます。 

 

■施設種別の延床面積（割合） 

 

出典：古河市公共施設等総合管理（ファシリティマネジメント）基本方針概要版 

 

■耐震化の状況 

 
出典：古河市公共施設等総合管理（ファシリティマネジメント）基本方針 

 



 

- 25 - 

 

（１０） 地域資源 

① 観光 

観光客数は平成 23 年に約 77 万人の底値をとりましたが、平成 24 年から 26 年ま
では 150 万人弱で推移しました。その後、急増し、平成 28 年には年間 270 万人が
古河市を訪れています。 

インターネット等で利用される経路検索件数（2015 年の休日を対象）から、市内
の注目度の高い観光施設をみると、道の駅やネーブルパークが多く検索されています。
また、ゴルフ場の検索件数も多くなっているのも特徴です。 

 ■観光客入込み状況 

 
※平成 22 年までは県独自の基準、平成 23 年以降は共通基準 

 出典：茨城の観光レクリエーション現況（観光客動態調査報告） 

■目的地検索数 

 

 

 

 

 

 

 
 

※2015 年すべての期間（休日）における、同一ユーザの重複を除いた月間のユニークユーザ数 
出典：RESAS（株式会社ナビタイムジャパン「経路検索条件データ」） 

 
 

② 景観 

本市は、河川と平地林が織りなす自然的景
観に加え、古河城の城下町、日光街道の宿場
町の貴重な歴史的・文化的な景観を有してい
ます。また、歴史博物館周辺の景観整備や遊
歩道の整備など、景観形成に早くから取り組
んできました。 

今後も保全と活用により広域的な交流の展
開が求められます。  
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2 広域的状況の変化 
 

（１）周辺地域の構造 

古河市とその周辺 13 市町からなる広域地域について、地域構造を整理します。 
 

① 広域インフラ整備の状況 

本地域の主要な交通は、電車網としては南北方向に、東北新幹線、JR 東北本 
線、東武日光線、関東鉄道常総線が走っています。東西方向には、JR 両毛線、JR

水戸線、東武伊勢崎線が走っています。 
道路網では、南北方向に国道４号、新４号国道、国道 294 号などが通過しており、

東西方向には、国道 50 号、国道 125 号、国道 354 号が通過し、格子状の道路網が
形成されています。また、高速道路網として、西部に東北自動車道が、南部に圏央道
（首都圏中央連絡自動車道）が整備されています。 

 

■広域地域概況図 
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② 産業の構造 

地域の工業の状況をみると、本市は製造品出荷額等及び従業者数で栃木市、小山市
に次いで第 3 位の位置にあります。一方、県西では、２番手の筑西市と比べ、製造品
出荷額等では約 840 億円、従業者数では約 2,500 人多く、県西の中核を担っている
といえます。 

 

■地域の製造品出荷額等及び従業者数 

 
出典：工業統計調査（平成 26 年度） 

 

地域の商業の状況をみると、本市は年間商品販売額及び従業者数で小山市、栃木
市、久喜市に次いで第 4 位の位置にあります。一方、県西では、2 番手の筑西市と比
べ、年間商品販売額と従業者数で上回っており、県西の中核を担っているといえま
す。 

 

■地域の年間商品販売額及び従業者数 

 

出典：商業統計（平成 26 年度） 
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（２）周辺地域の人口 

古河市とその周辺 13 市町からなる地域について、人口動向を整理します。 
 

① 人口密度の変化 

本地域において、平成 17 年
では、多くの駅周辺において人
口密度が高い地区が形成されて
います。特に、JR 東北本線沿線
の久喜駅、古河駅、小山駅周辺
や、東武伊勢崎線加須駅周辺な
どには、高密度な市街地が形成
されていました。 

平成 22 年では、本地域全域
において、人口密度の低下が見
られます。特に関東鉄道常総線
沿線や JR 水戸線、両毛線沿線で
は、平成 17 年と比較し、極端な
人口密度の低下を起こしている
地区もあります。70人／ha以上
の高密度な市街地は、久喜駅周
辺のみ存在しているといえます。 

 

 

 

 

  

■本地域の人口密度（平成 22 年） 

■本地域の人口密度（平成 17 年） 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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② 高齢化率の変化 

本地域では、平成 17 年にお
いても、多くの地区が高齢化率
20％以上になっています。他方、
高齢化が 10％を切る地区は、主
に小山駅南部に集中していまし
た。 

鉄道駅周辺は比較的高齢化率
が低く10％から20％程度ですが、
古河駅周辺は平成 17 年の段階で
高齢化していることが伺えます。 

平成 22 年では、本地域全域
において、高齢化の傾向が見ら
れ、多くの地区において、高齢
化率が 30％を超えています。ま
た、平成 17 年にはほとんど見ら
れなかった高齢化率が 50％を超
える地区も出現しております。 

鉄道駅周辺の高齢化も進んで
います。栃木駅や下館駅、下妻
駅、古河駅など、市町村の中核
を成す駅の周辺においても、高
齢化率が 50％を超えている一方
で、小山駅東側、久喜駅、東武
伊勢崎線沿線のように、依然と
して、低い高齢化率を維持して
いる地区もあります。 

 

 

 

  

出典：国勢調査 

■本地域の高齢化率（平成 22 年） 

■本地域の高齢化率（平成 17 年） 

出典：国勢調査 
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３ 本市が抱える都市づくりの主要課題 
 

（１）人口動向 

 市全体では人口減少傾向ですが、総和地区では増加傾向にあります。 
 世帯数は全地区で増加しており、世帯分離や世帯人口の減少が進行しています。 
 2015 年時点で年少人口割合 12.5％、老年人口割合 25.5％と、少子高齢化が進行

しています。 

【課題解消に向けた対応方向】 

 高齢社会に対応したまちづくりの必要性（ユニバーサルデザイン化） 

 世帯分離等による市街地拡散の抑制に向けた取組みの検討 

 地区特性に応じたまちづくり（役割の明確化、人口密度の維持・適正化） 

 子育て世代にとって魅力あるまちづくりの推進（子育て環境の充実） 

 

（２）土地利用 

 旧市町の市街化区域を中心に拠点的市街地が形成されています。 
 名崎工業団地における自動車製造業の立地に伴い、就業者用の宅地や生活利便施設、

関連企業等の立地など、開発需要の高まりが期待されています。 
 仁連地区での産業系土地利用の計画的な誘導に向けて、市街化区域への編入に向け

た調査を進めています。 
 一部の既存市街化区域内において、都市的土地利用への転換が進まない低未利用地

が残されています。 
 市街化調整区域の既存集落や幹線道路沿道等での農地転用が顕在化しており、本市

の農業生産を支える田園地帯での虫食い的な宅地化により、行財政的にも非効率な
拡散的土地利用がみられます。 

 駅南地区や大堤南部地区といった、長年事業化に至っていない土地区画整理事業の
計画エリアでの対応が必要になります。 

 郊外集落地での空き家発生・コミュニティの衰退と耕作放棄地の増加への対応が必
要になります。 

【課題解消に向けた対応方向】 

 区域区分・用途地域を基調とした土地利用誘導（市街化区域内の高密度化） 

 地域の既存機能・ポテンシャルを活かした土地利用誘導（拠点の形成） 

 未着手の市街地開発事業区域の土地活用に向けた対応（地区計画への移行等） 

 産業振興に資する土地利用の誘導（市街化区域への編入） 

 既存集落の維持・活性化と農業振興に資する市街化調整区域の土地利用誘導 

 優良農地の管理・保全 
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（３）交通環境 

 市内には鉄道駅がひとつのみしか立地しておらず、鉄道の利用環境には地域格差が
存在します。また大堤地区では新駅構想が検討されています。 

 複数の国道や市南部に圏央道（首都圏中央連絡自動車道）の境古河 IC が近接する
など、自動車移動における広域交通網の整備が充実しています。 

 本市の産業振興に向けて、市内の各工業団地と、新 4 号国道や圏央道をはじめとす
る主要幹線道路とを円滑に繋ぐネットワークの充実が求められています。 

 市民の 75.4％が日常的な移動を自家用車に頼っており、鉄道駅のない総和・三和
地区では 80％以上となっています。（市民アンケート結果より） 

【課題解消に向けた対応方向】 

 拠点間の連携強化に向けた交通ネットワークの形成（東西軸の強化） 

 地域間の円滑な移動や高齢社会に対応した公共交通ネットワークの充実 

 産業振興に資する基盤整備と生活道路との棲み分け（居住者の安全性確保） 

 

（４）都市環境（景観・安全安心・都市機能） 

 古河駅西部や諸川地区北部の歴史的景観の保全と一体的な整備が必要です。 
 本市の良好な田園風景が虫食い的な開発で阻害されつつあります。 
 田園地帯では大雨等による冠水が課題となっており、利根川・渡良瀬川に接する南

西部市街地の広範囲が浸水想定区域に指定されています。 
 名崎工業団地の本格稼働により、本市に流入する交通量の増加が見込まれるため、

居住者の安全確保が重要となります。 
 効率的な行財政運営に向けて、公共施設の統合・廃止を含む再編が必要となります。 
 高齢化に伴い地域での医療・福祉環境の充実が求められますが、地区ごとに整備状

況に差があるため、各拠点間との連携が重要となります。（行政・商業機能も同様） 

【課題解消に向けた対応方向】 

 市の活力と魅力の創出に資する歴史・文化的景観づくり（景観地区の指定） 

 田園景観の保全･形成（田園地帯における適切な土地利用誘導） 

 にぎわいと魅力創出、利便性の確保に向けた拠点地域への都市機能の集約 

 拠点づくりと連携した公共施設の再編（都市機能誘導区域の設定） 

 自然災害に強い安全・安心のまちづくりの推進（ハード・ソフト両面の整備） 
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古河花火大会 



 

 

 

  

 

第 ２ 章 
 
 
 

都市の将来像 

１ 総合計画が掲げる将来像 
２ 都市計画が目指すまちづくりの方針 
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第 2 章 

 

1 総合計画が掲げる将来像 
 

（１）総合計画が掲げる“めざすまち”の姿 

本計画の上位計画であり、本市のまちづくりの指針である古河市総合計画基本構想
（以下「基本構想」）では、「華のある都市 古河 ～はなが好き、ひとが好き、古河
が大好き～」を未来の“めざすまち”の姿として掲げ、「住み続けたい・住んでみたい、
良好な暮らしの環境があるまち」、「訪れてみたい・働いてみたい、地域資源が活かさ
れ活力があるまち」、「明日につなぎたい・受け継ぎたい、次世代へとつながれていく
まち」の３つを基本方向としています。 

 

 

 

 

 

（２）総合計画が掲げる“めざすまち”の基本方向 

① 住み続けたい・住んでみたい、良好な暮らしの環境があるまち 

アクセスの便利さや田園風景の暮らしとしての魅力など、古河市ならではの特徴を
活かし、市民にとっては『住み続けたい』、市外の方には『住んでみたい』と思われ
るまちを目指すことが、基本構想に掲げられています。本計画ではこれを踏まえ、定
住促進に向けた都市環境整備、土地区画整理事業等による質の高い居住地形成、安全
安心なまちづくり、公共交通の円滑化などの取組みを進めていきます。 

 

② 訪れてみたい･働いてみたい、地域資源が活かされ活力があるまち 

歴史・文化的背景や工業のまちとしての背景を活かし、『訪れてみたい』、『働い
てみたい』と思われるまちを目指すことが、基本構想に掲げられています。本計画で
はこれを踏まえ、産業振興に資する操業環境づくり、市街化区域編入による必要用地
確保、魅力づくりに資する商業環境・都市機能の充実、景観形成の取組みを進めてい
きます。 

 

③ 明日につなげたい･受け継ぎたい、次世代へとつながれていくまち 

歴史文化を継承し、時代に応じた新しい価値を創造・発信することで、古河市らし
さを『明日につなぎたい』、『受け継ぎたい』と思われるまちを目指すことが、基本
構想に掲げられています。本計画ではこれを踏まえ、効果的・効率的な行財政運営に
資する土地利用・都市機能の集約、魅力と質を有する拠点形成、若年層の定住、低炭
素型まちづくりなどの取組みを進めていきます。 

  

未来の“めざすまち”の姿 

『華のある都市
ま ち

 古河』  

～ はなが好き、ひとが好き、古河が大好き ～ 
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2 都市計画が目指すまちづくりの方針 
 

（１）都市計画として目指すまちづくりの方針 

基本構想では、『華のある都市 古河』を“めざすまち“の姿として掲げています。
市全体の人口減少・高齢化が進み、市街地においても人口減少や空洞化が進むなかで、
これからの都市づくりは、各拠点のにぎわいの創出と安全の確保が重要になります。
これまで積み重ねてきたまちづくりの蓄積を礎とし、機能が集約した拠点の整備を行
い、市内を利便性の高い公共交通で繋ぎ、市民の誰もが豊かさを感じ、将来にわたっ
て持続的に発展していく先進的なまちづくりを展開していきます。 

特に、市の顔である古河駅周辺の魅力の向上は急務です。古河駅周辺のにぎわいと
魅力を向上させ、市全体の利便性の発展に繋げていきます。また、市内に点在する工
業団地においても企業誘致による雇用創出など、地域の活性化を図っているため、従
業者の定住や生活利便性の確保に向けた取組みが必要です。 

古河駅周辺を都市全体の核として、諸川周辺を地域住民の生活に資する地域の拠点
として位置づけ、工業団地や周辺の居住地と連携しながら市全体の利便性の向上と安
全な暮らしを目指します。 

 
※ある程度市街地が広がっている市南西部においても、地域の拠点を検討しましたが、

浸水想定区域と重なることを踏まえ、拠点の位置づけをしないこととします。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

目指すまちづくりの方針 

にぎわい・安らぎのある拠点形成と安全な暮らしの実現 

～１核１拠点構造による集約連携型コンパクトシティを目指す～ 

【目指すべき都市の姿】 

 市の顔となる古河駅周辺の魅力を向上し、都内への通勤者をターゲットとした転入
を促進する 
 

 諸川周辺の生活利便性の維持・誘導と地域住民の定住を促進する 
 

 市街地を中心に人口密度を維持しながら、安全な居住環境を形成する 
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（２）目指すべき都市の骨格構造 

まちづくりの方針を踏まえ、古河駅周辺を都市核、諸川周辺を地域拠点とした集約
による市街地の形成と、それらを繋ぐネットワークの形成により、市全体の利便性の
向上を図ります。 

将来都市構造はこの「目指すまちづくりの方針」の実現に向けて、これからの本市
が目指す都市の骨格を表したものであり、次の３つの要素によって構成されます。 

 都市の核として都市機能や人口密度の向上を図る『拠点』 

 人やモノの円滑な移動を確保する主要な動線となる『軸』 

 同じ特性・役割を有する連続した土地の利用を面的に誘導する『土地利用』  

 

■拠点   

都市核 

 古河駅周辺及び古河駅東部エリアで構成される、都市全体の中心

的な役割を担う拠点。 

 市の顔として高次都市機能の誘導を図るとともに、集積する既存

の生活サービス機能を維持していくことで、都内への通勤者など

のファミリー層・若者の定住促進を目指す。 

地域拠点 

 諸川の既存市街地で構成される、周辺地域の居住と生活を支える

役割を担う拠点。 

 拠点周辺における居住誘導を図るとともに、高齢者が歩いて暮ら

すための生活サービス施設の維持・誘導により、将来にわたって

住み続けることができる都市機能の充実を目指す。 

■軸 

広域連携軸 

 鉄道・高速道路・国道・主要地方道など、骨格的な交通網によっ

て都市内外を連絡し、都心部や周辺都市との広域的連携を高める

主要な交通ネットワーク軸。 

地域連携軸  広域連携軸を補完し、周辺都市や市内拠点間を連絡する道路軸。 

■土地利用 

一般市街地 
 市民の安全・安心、快適な居住環境の確保に資する、住宅を中心

とした複合的な土地利用を誘導する市街地。 

商業業務系市街地 
 都市の魅力・活力、利便性の確保に資する、商業業務系土地利用

を誘導する市街地。 

産業系市街地 
 本市の産業を支える産業系土地利用（工業施設・物流施設等）の

操業環境の保全を図る市街地。 

産業誘導促進区域 
 本市及び圏央道沿線の都市全体の地域活性化に向けて、計画的な

産業の誘導促進を目指す区域。 

田園共生区域 
 既存集落の維持・活性化と周辺農地の管理・保全に配慮した土地

利用を誘導する区域。 

自然交流区域 

 農業生産を支える優良農地をはじめ、自然林・丘陵地などの良好な

自然環境の管理・保全を図るとともに、豊かな自然を活かした交

流・レクリエーションの場として適正な土地利用を誘導する区域。 

大規模施設用地  陸上自衛隊古河駐屯地及び送信所によって構成される土地。 
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上空から見た古河地区及び総和地区の市街地 



 

 

 

  

 

第 ３ 章 
 
 
 

全体構想（部門別方針） 

１ 土地利用の基本方針 
２ 交通体系の基本方針 
３ 環境の基本方針 
４ 都市防災の基本方針 
５ 景観形成の基本方針 
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第 3 章 

 

 全体構想では、第 2 章で掲げた『まちづくりの目標』や『目指すべき将来都市構造』を踏まえ

た市全体に関する方針として、「土地利用」「交通体系」「環境（公園・緑地、下水道・河

川）」「都市防災」「景観形成」の都市計画に係る 5 つの分野ごとに、今後のまちづくりにおい

て反映すべき基本的な方針を示します。 

 

１ 土地利用の基本方針 
 

（１）基本方針 

 
 

 

 

（２）施策の方向性 

集約連携型都市構造への移行 
 
立地適正化計画との連携 

 

 少子高齢化とそれに伴う人口減少が予想される本市においては、本市の中心拠
点となる古河駅周辺や、地域住民の生活拠点となる諸川周辺での拠点性を高め
ながら、集約連携型都市構造への移行を推進していくことが求められます。 
 

 まちづくりの目標として掲げた『にぎわい・安らぎのある拠点形成と安全な暮
らしの実現 ～１核１拠点構造による集約連携型コンパクトシティを目指す～』
を実現していくためには、拠点機能の維持・向上と拠点間ネットワークの充実
に資する実効性の高い施策展開が求められることから、その具体計画として位
置づけられる「古河市立地適正化計画」との十分な連携を図りながら、本計画
で位置づけた土地利用方針に即した具体的な誘導方策を展開していくものとし
ます。 

 

拠点地域への都市機能の集約 
 

 集約連携型都市構造へと移行していくため、古河駅周辺や諸川周辺を中心とし
て、都市機能の役割に応じた特色ある拠点形成を図ります。 
 

 拠点として位置づけられた以下のエリアについては、立地適正化計画において
「都市機能誘導区域」（医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生
活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を
図る区域）として設定することを前提に今後の検討を進めます。 

 

  

魅力的で利便性の高い集約連携型都市構造づくり 
メリハリのある土地利用の誘導 
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【古河駅周辺】 
 

 市の玄関口として、既存の生活サービス施
設を維持しながら、高次都市機能を誘導し
ます。そのため、若者をターゲットとした
大規模な商業施設や病院などの医療施設を
誘導し、魅力ある市街地形成を図るととも
に、ファミリー層をターゲットとした子育
て支援機能などの日常生活に必要な機能誘
導を図ります。 

 
 
 

 

 
 

【古河駅東部】 
 

 古河駅東部土地区画整理事業区域を基本と
して、古河駅周辺の拠点との役割の違いを
明確にしながら高次都市機能を誘導しま
す。諸川周辺との都市軸上に位置するポテ
ンシャルを活かし、行政施設や文化施設な
どを誘致し、さらに、若者をターゲットと
した大規模な商業施設や病院などの医療施
設を誘導し、魅力ある市街地形成を図り、
市全体の利便性の向上に資するに必要な機
能誘導を図ります。 

 
【諸川】 

 

 古河駅周辺からの移動距離が長く、生活機
能を補完することが困難なため、東部の拠
点として、スーパーや診療所などの都市機
能を誘導します。また、ファミリー層の新
たな定住促進に向けて、地域住民を対象と
した商業機能や子育て支援機能などの日常
生活に必要な機能誘導を図ります。 

 

 

人口密度の適正化 
 

 本市においては、市街化を促進すべき市街化区域だけではなく、三和地区を中
心とした市街化調整区域にも既存集落が各所に分布しているという特徴を有し
ています。集約連携型都市構造に移行していくためには、拠点地域を中心とし
た市街化区域内において高密度の土地利用展開を図り、都市機能の充実を図っ
ていくことが重要となることから、立地適正化計画における居住誘導区域の指
定や、既存集落にも配慮した市街化調整区域での適正な土地利用の展開など、
適正な人口密度の誘導に資する環境整備を推進します。 
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古河駅西口 

古河駅東部土地区画整理事業区域 

諸川地区の市街地 
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高齢社会に対応したコンパクトに暮らせるまちづくり 
 

 本市では、今後も住民の高齢化が予想されることから、拠点地域においては、
子どもから高齢者、障がいのある人まで、誰もが生活しやすい環境づくりに向
けて、商業や医療・福祉、行政サービス等の主要都市機能の集積を図り、徒歩
や車いす等でも移動可能な範囲で様々なサービスを享受できる利便性の高い市
街地の形成を図ります。 
 

 歩いて暮らせるまちづくりの実現には、都市機能の集約とともに居住地と拠点
地域とを繋ぐ公共交通網の充実も必要不可欠となることから、拠点地域におけ
るハブ機能の強化と安全・安心な歩行空間の確保、交通施設のバリアフリー化
など、交通環境の充実も併せて推進します。 

 

若年層の定住を促進する質の高い居住環境の形成 
 
エリアマネジメントによる持続可能な居住地の形成 

 

 コミュニティの維持・活性化に向けて、居住人口を確保していくためには、地
区計画や建築協定など、住民が主体となったエリアマネジメントの展開により、
現在の良好な住環境を将来にわたって維持していくことが重要です。質の高い
居住環境を維持していくことにより、住民の高齢化等に伴って空き家等が発生
した場合でも、新たな流入世帯に選ばれるコミュニティとして、持続していく
ことが期待されます。 

 

都市的土地利用の促進 
 

 駅南地区や大堤南部地区といった、長年事業化に至っていない土地区画整理事
業の計画区域については、地区計画への移行をはじめ、必要な都市計画の見直
しも視野に入れながら、都市的土地利用の促進を図ります。 

 

子育て支援施設の確保・充実 
 

 少子高齢化が進む中で、いかに若い居住者を確保していくかが、これからのま
ちづくりの重要な視点となります。若年世帯の居住地選定のポイントのひとつ
となる子育て支援施設については、既存施設の状況や若年世帯のニーズ・生活
実態を踏まえながら、「子ども・子育て支援事業計画」に基づいた適正な確保
とさらなる充実を推進します。 

 

空き家の適正管理 
 

 住民の高齢化や転出に伴って発生した空き家については、若年世帯等の新たな
受け皿として、また、周辺の高齢者用の福祉機能への転換など、適正な管理と
活用が求められます。引き続き、空き家の実態把握に努めながら、適正な管
理・活用に向けた検討・支援に取り組みます。 
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本市の産業を支える産業用地の計画的な創出と操業環境の維持・向上 
 
既存産業用地の操業環境の確保

 本市の産業を支える産業用地については、引き続き操業環境の維持を図るとと
もに、周辺の居住環境との住み分けや広域交通網とのアクセス性の確保など、
さらなる操業環境の改善・向上に資する取組みを推進します。 
 

従業者等の利便性向上に資する居住地・商業地等の確保

 本市においては、名崎工業団地における自動車製造業の立地により、多くの従
業者の市内への定住が期待されます。このインパクトを最大限に活かすために
も、従業者用の居住地確保や、周辺地域における店舗等の生活利便施設の充実、
拠点地域における高次都市機能の誘導など、魅力ある生活環境づくりを推進し、
本市における新たな定住人口の確保を目指します。 
 

新たな産業用地の創出に向けた都市計画環境の整備

 大規模な工業団地を有し、産業都市として
の役割も果たしている本市においては、圏
央道（首都圏中央連絡自動車道）の開通に
伴い、産業用地の開発需要がさらに高まる
ことが予想されます。また、本市のみなら
ず、圏央道沿線の都市が一体となって、こ
のポテンシャルをいかに地域活性化に繋げ
るかが大きなテーマとなっています。 
 
 
  

 こうした状況から、茨城県や圏央道沿線都市、大学等が一体となり、地域経済
牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく「茨城
県圏央道沿線地域基本計画」を策定し、地域間・業種間の連携強化を進め、
「生活、自動車、生産用機械、プラスチック製品、金属製品、化学製品関連の
産業の集積を活用した成長ものづくり分野」、「国立大学法人筑波大学や国立
研究開発法人産業技術総合研究所等の教育研究機関の高度人材を活用した成長
ものづくり分野（IoT、AI、ロボット関連産業等）」、「交通インフラを活用
した運輸・物流関連産業分野」を中心とした産業集積地の創出を推進していま
す。 
 

 当該計画では、本市の新４号国道沿道や境古河 IC へアクセスする（都）諸川
谷貝線の沿道地域（市街化調整区域）が、新たな産業用地の創出を目指す「重
点促進区域」に指定されています。当該区域における新たな産業用地の確保に
あたっては、周辺環境との調和を前提とした計画的な土地利用を図りながら、
「市街化調整区域における地区計画」の導入や「市街化区域への編入」などに
取り組みます。 
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圏央道境古河 IC



 

- 44 - 

 

田園地域における既存コミュニティの維持・活性化 
 
立地基準の適正運用による無秩序なスプロールの防止 

 

 本市の土地利用の特徴として、市街化調整区域内にも一定の密度を有する集落
が広く分布していることが挙げられます。集約連携型都市構造への移行に向け
て、今後は郊外部での都市的土地利用の展開は抑制していく必要がありますが、
既存集落地における生活環境の維持も重要な視点となることから、引き続き立
地基準の適正運用を図りながら、集落の持続性と周辺環境に配慮した土地利用
を図ります。 
 

既存集落の活力向上に資する適正な土地利用の推進 
 

 市街化調整区域での都市的土地利用の抑制を目指す一方で、既存集落において
は、農業を営む世帯等の生活の場としての役割も担っていることから、引き続
きコミュニティの維持・活性化が求められます。既存集落内においては、コミ
ュニティの維持・活性化に資する一定の土地利用を許容し、住民の生活環境の
改善に努めます。 

 

農地の積極的な利用による管理・保全 
 

 本市に広がる農地については、本市の原風景を構成するとともに、農業生産の
場として将来にわたって保全していくことが求められます。今後も積極的な利
用に基づく管理・保全を図りながら、耕作放棄地の発生抑制に努め、質の高い
営農環境の維持・向上を推進します。 

 

 

  



 

- 45 - 

 

自然環境の適正管理と活用 
 
関係法令に基づく自然的土地利用の管理・保全 

 

 本市が有する農地や平地林、河川等の豊かな自然環境については、引き続き都
市計画法をはじめ、農業振興地域の整備に関する法律、森林法などの関係法令
の適正運用により、量的な確保を図ります。 

 

水辺環境の管理・活用 
 

 渡良瀬川や女沼川をはじめとする河川については、本市に潤いを与える貴重な
水辺空間となることから、引き続き関係機関と連携しながら、適切な河川改修
事業を促進するとともに、水とふれあえる親水空間としての整備に努めます。 
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郊外の田園地域 
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土地利用エリア区分別の基本的な考え方 
 

土地利用エリア区分 基本的な考え方 

居住市街地エリア 
 主に低層住宅地によって構成されるエリア。 
 安全・安心な居住環境の保全・形成を目指す。 

複合市街地エリア 

 住宅を中心としながら、公共施設や店舗等が立地す
る複合的な土地利用によって構成されるエリア。 

 居住環境の保全を基本としながら、市民生活の利便
性向上に資する機能の維持・充実を目指す。 

商業業務系市街地エリア 
 主に商業・業務系施設によって構成されるエリア。 
 市民生活の中心的な商業・業務拠点として、その機
能の維持・充実を目指す。 

産業系市街地エリア 

 主に工場や物流施設などの産業系施設で構成される
エリア。 

 周辺環境との調和を図りながら、操業環境の保全・
増進を目指す。 

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝエリア 
 都市公園やゴルフ場などで構成されるエリア。 
 市民生活に潤いを与えるスポーツ・レクリエーショ
ン機能の維持・充実を目指す。 

田園共生エリア 

 郊外部の既存集落やその周辺の農地によって構成さ
れるエリア。 

 周辺環境との調和を図りながら、既存集落の維持・活
性化や生活環境の改善に配慮した土地利用を目指す。 

農業振興エリア 

 主に農振農用地などの優良農地によって構成される
エリア。 

 本市の農業生産を支える場として、積極的な利用に
基づく管理・保全を目指す。 

産業誘導促進エリア 

 主に新 4 号国道と筑西幹線道路の交差点周辺など、
広域交通利便性が確保されたエリア。 

 本市及び圏央道沿線の都市全体の地域活性化に向け
て、計画的な産業の誘導促進を目指す。 

大規模施設用地 
 陸上自衛隊古河駐屯地及び送信所によって構成され
るエリア。  



 

 

 

土地利用方針図 
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序章 計画の概要 第１章 古河市の概況 第２章 都市の将来像 第３章 全体構想 
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２ 交通体系の基本方針 
 

（１）基本方針 

 
 

 

 

（２）施策の方向性 

都市の発展を支える道路網の形成 
 
広域交通網の適正管理 

 

 本市においては、南北の軸となる国道 4 号
及び新 4 号国道、東西の軸となる国道 125
号及び国道 354 号をはじめ、隣接する境町
で圏央道の境古河 IC が開設するなど、充実
した幹線道路網を有しています。広域交通
の利便性が高まった本市においては、これ
まで以上に多くの交通需要の流入が見込ま
れることから、周辺での交通安全面にも配
慮しつつ、充実した広域交通網を適正に管
理していく必要があります。 

 

都市計画道路の見直し 
 

 本市の都市計画道路については、これまでの計画的な事業進捗により一定の整
備が図られてきました。これからの街路事業においては、集約連携型都市構造
の実現に資する路線への集中的な投資による行財政運営の効率化が求められる
ことから、長期未着手路線を含む未整備路線については、その優先順位を見極
めながら、必要に応じて廃止を含む都市計画道路の見直しについて検討してい
くものとします。 

 

拠点間の連携強化 
 

 本市が目指す拠点連携型の集約連携型都市
構造の実現に向けて、拠点間を連絡する道
路網の優先的な整備・充実に努めます。現
状では、都市核としての位置づけた古河駅
周辺や古河駅東部エリア、地域拠点として
位置づけた諸川エリアを繋ぐ道路網が限ら
れていることから、両拠点を連絡する東西
軸の強化を推進します。 

 

  

拠点間の連携強化 
誰もが円滑に移動することができる交通ネットワークの構築 

国道 4 号 

国道 125 号 
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長期構想路線の実現に向けた取組み推進 
 

 本市を東西に横断する筑西幹線道路や（仮称）仁連間中橋線、（仮称）久能谷
貝線などの構想路線については、国・県などの関係機関や地権者との調整を図
りながら、早期の事業化に向けた積極的な取組みを推進します。 

 

拠点間連携を実現する公共交通網の充実 
 
既存公共交通網を活かした面的な公共交通ネットワークの形成 

 

 集約連携型都市構造の実現には、居住地と拠点間の円滑な移動をいかに確保す
ることができるかが重要な視点となります。現状では、ほとんどの市民が自動
車による移動を主とした生活形態となっていますが、住民の高齢化が進む中で、
本市が将来にわたって持続可能な都市として維持・発展していくためには、自
動車移動に頼らない交通体系への移行が求められます。 
 

 集約連携型都市構造の実現、買い物や通院等の日常生活における円滑な移動ニ
ーズ、県外からの従業者や障がいのある方の通勤経路の確保等に対応するため、
JR 東北本線、路線バス、循環バス、デマンド交通等の既存公共交通を有効に
活用し、それぞれの機能分担を図るとともに、古河駅を中心に主要な病院や市
庁舎などを交通結節点に位置づけ、公共交通相互の接続・連携による面的なネ
ットワークの形成を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モビリティ・マネジメントによる公共交通の利用促進 
 

 本市においては、市民の自動車移動への依存が顕著となっており、公共交通へ
の移行を実現していくためには、路線や料金体系の見直し、乗換拠点となる古
河駅周辺等における環境整備など、ハード・ソフト両面から公共交通の利便性
向上に向けた取組みが求められます。また、市民が状況に併せて「賢く」移動
手段を選択することができるよう、公共交通の利用によってもたらされるメリ
ット（道路の混雑解消、環境負荷の低減、産業振興と連動した施策展開など）
を広く周知するなど、モビリティ・マネジメントによる公共交通の利用促進を
図ります。 
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循環バス 「ぐるりん号」 デマンド交通 「愛・あい号」（乗合タクシー） 
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誰もがわかりやすく移動しやすい地域公共交通の実現 
 

 買い物や通院等に欠かせない、市民生活の足である循環バス及びデマンド交通
の再編を行うとともに、市外への通勤・通学など広域移動機能を担う JR 東北
本線と周辺市町を連絡する路線バスの利便性向上や活性化を図り、市域内外か
ら駅や拠点施設へのアクセス性を強化することにより、利便性の高い公共交通
ネットワークの構築を推進します。 
 

 本市では、地域ごとに交通環境が異なることから、地域の実情に応じた利用し
やすい運行形態に見直すとともに、一部に残るバス停利用圏域外のエリアへの
対応策を検討しながら、利用しやすい公共交通ネットワークの形成を図ります。 
 

 路線バス、循環バス及びデマンド交通等がより利用しやすい環境となるように、
各種サービスの改善・導入、ユニバーサルデザインや情報提供の充実など、市
民の誰もがわかりやすく移動しやすい地域公共交通の提供を目指します。 
 

市民との協働による将来にわたって持続可能な地域公共交通の実現 
 

 急速に進む少子高齢化社会において重要性が増す公共交通を、将来にわたって
維持し続けるために、行政・地域住民・交通事業者の適正な役割分担の下、三
者の協働・連携に努め、交通事業者との共存、受益者負担の適正化、公共交通
の利用促進、市民意識の醸成等の多様な取組みにより、持続可能な公共交通の
構築を目指します。 
 

新駅実現に向けた取組み推進 
 

 大堤地区において JR 東北本線の新駅設置構想が検討されていることから、そ
の実現に向けて関係機関との積極的な協議・調整を図ります。新駅設置にあた
っては、新たな拠点として周辺地域における土地利用展開や公共交通との連携
についても併せて検討することとします。 

 

高齢社会にも対応した歩いて暮らせる交通環境の形成 
 

安全・安心な歩行空間の確保 
 

 集約連携型都市構造への移行により、都市機
能が集積する拠点地域においては、徒歩圏内
で様々なサービスを享受することができるよ
うになります。そのため、子どもから高齢
者、障がいのある人まで、誰もが安全・安心
に徒歩や車いす等でも容易に移動することが
できるように、歩道の設置や適正管理を推進
し、ゆとりのある歩行空間の確保に努めま
す。 

 
 

 

  

整備された歩道 
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公共交通のシームレス化 
 

 高齢化が進む中で、公共交通の利用促進を図っていくためには、鉄道とバス、
バスとバスとの円滑な乗り継ぎを確保していく必要があります。そのため、誰
にでもわかりやすい行先案内システムの設置をはじめ、利便性の高い接続ダイ
ヤの設定や共通の運賃システムの導入、乗り継ぎ先までのバリアフリー化など、
公共交通のシームレス化に向けた施策展開を図ります。 

 

自転車の利用促進に向けた取組み 
 

 日常的な移動手段である自転車については、温室効果ガスの排出抑制や市民の
健康増進、道路混雑の緩和などにも寄与することから、鉄道やバスなどの公共
交通との連携強化も図りながら、安全で快適に自転車が利用できる環境づくり
に努めます。 

 

ユニバーサルデザインの推進 
 

 歩いて暮らせるまちづくりに向けて、段差の解消や施設のバリアフリー化、ス
ロープや点字ブロックの設置など、ユニバーサルデザインなど福祉的な配慮に
基づいた、誰もが利用しやすい交通環境の整備に努めます。 

 

道路区分の基本的な考え方 
 

道路区分 基本的な考え方 

主要幹線道路  本市内外の都市拠点間を連絡する主要幹線道路。 

都市幹線道路 
 主要幹線道路を補完し、本市及び近隣の市街地を結ぶ
都市幹線道路。 

その他道路  それ以外の主要道路。 
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交通体系整備方針図 
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３ 環境の基本方針 
 

（１）基本方針 

 
 

 

 

（２）施策の方向性 

公園・緑地の適正配置 
 
周辺環境や利用状況に応じた公園機能の見直し 

 

 公園・緑地は、市民の都市生活に潤いと安
らぎを与える貴重な空間となることから、
引き続き適正な管理に基づく保全を図りま
す。また、整備当時から周辺の土地利用や
居住者の年齢層などに変化が生じている公
園・緑地の発生が顕在化してくることか
ら、主な利用者の年代や利用状況の実態を
勘案しながら、将来にわたって継続的な利
用が確保されるように、遊具から健康器具
への転換など、必要に応じて公園機能の見
直しについて検討することとします。 

 

公園施設の長寿命化の推進 
 

 ベンチや照明灯、遊具などの公園施設については、誰もが安全・安心に利用で
きるように、設置から年月が経過し、劣化が著しいものや安全領域が確保され
ていない施設については、利用状況に応じて撤去又は更新を図ります。また、
安全性の確保とともに、効果的・効率的な行財政運営を推進するため、補修等
により使用期間の長期化が見込める施設については、積極的な長寿命化を図り
ます。 

 

低炭素まちづくりの推進 
 
公共交通の利用促進 

 

 地球温暖化の一因である温室効果ガスの排出抑制に向けて、公共交通の利用促
進を図ることで、市内を走る自動車の総数抑制を目指します。また、交通量の
減少により、市内の主要幹線道路の混雑緩和が見込まれることから、公共交通
の定時性の確保に伴い、より利便性の高い公共交通環境を形成していく好循環
を創出することが期待されます。 

  

 
自然環境との調和 生活に潤いを与える質の高い都市環境の形成 
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古河総合公園（古河公方公園） 
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市街地の拡散抑制 
 

 田園地域に広がる農地や平地林は、温室効
果ガスの吸収源としての役割も担っている
ことから、引き続き適正な管理に基づく保
全が求められます。市街化調整区域におけ
る都市的土地利用の無秩序な拡大を抑制す
るため、既存コミュニティの維持、活性化
にも配慮しながら、現在運用している立地
基準の見直しについても検討し、田園地域
にふさわしい良好な営農環境の保全に努め
ます。 
 

再生可能エネルギーの利用促進 
 

 温室効果ガスの排出抑制や災害時における利用も見据え、太陽光発電や小水力
発電など、自然の力を利用した再生可能エネルギーの利用促進に努めます。公
共施設等の再編にあたっては、熱供給システムや高効率機器の導入、屋上での
太陽光発電の導入など、自然環境に配慮した施設整備に努めます。 

 

地域特性に応じた計画的な上下水道の整備 
 
上水道施設の適正管理 

 

 上水道施設については、引き続き、安全・安心な水質の管理と普及率の向上に
努めます。また、今後は施設・管路等の老朽化への対応が必要となることから、
「古河市水道事業第 2 次基本計画」に基づいて、経営状況や需要動向を考慮し
ながら、施設の更新・耐震化や長寿命化・延命措置等の計画的な実施に取り組
みます。 

 

下水道施設の計画的な整備と適正管理 
 

 下水道施設については、生活排水による生活環境の悪化や河川等の水質汚濁を
防止するための重要な施設となることから、市街化区域及びその周辺地区では、
公共下水道事業計画に基づいて、事業計画区域での計画的な整備を推進します。
供用開始区域においては公共下水道への速やかな接続を促進します。また、下
水処理施設については、ストックマネジメント計画に基づいた適正な管理を推
進します。 

 

多様な下水処理施設の活用 
 

 本市においては、市街化区域を中心とする市街地では公共下水道事業、田園地
域の一部エリアでは農業集落排水事業が実施されています。将来にわたって適
切なサービスが提供されるよう、下水処理施設の継続的な機能の維持に努めま
す。 

 

  

市街化調整区域の田園地域 
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市民に親しまれる安全で美しい河川環境の整備 
 
具体計画に基づく河川整備の促進 

 

 一級河川である向堀川や女沼川などについては、災害防止に資する治水対策の
充実に向けて、関係機関との協議を図りながら、河川整備計画に基づく改修事
業を促進します。 

 

冠水防止に向けた準用河川・水路の整備 
 

 市街地の整備進捗や新たな開発等に伴い、台風やゲリラ豪雨等の大雨による冠
水被害の発生が予想されることから、雨水の放水路となる準用河川や水路につ
いては、適切な整備・修繕を図りながら、治水対策と機能確保に努めます。 
 

憩いの場となる親水空間の整備 
 

 本市を象徴する河川と緑地が連続する水辺環境を活かし、サイクリングロード
や遊歩道の設置など、市民や来訪者の憩いの場となる親水空間の一体的な整備
を図ります。整備にあたっては、水辺空間における生物多様性の確保にも配慮
し、自然共生型工法の採用など、良好な自然環境の適正保全に配慮します。 
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渡良瀬川 
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４ 都市防災の基本方針 
 

（１）基本方針 

 
 

 

 

（２）施策の方向性 

自然災害に備えた安全・安心のまちづくり 
 
地震・火災に強いまちづくり 

 

 多くの市民が居住する市街地においては、木造住宅の耐震診断や耐震改修を促
進しながら、地震に強い建築物への更新を進めます。また、主に商業地域にお
いて指定されている防火・準防火地域についても、必要に応じて指定の拡大を
行い、耐火性能を有する建築物への更新を促進します。 

 

総合的治水対策の推進 
 

 向堀川や女沼川など、一級河川の河川改修事業を促進するとともに、市内を流
れる準用河川や水路等の適切な管理と機能向上を図り、流域の保水能力の維
持・向上に努めます。また、都市下水路等の整備により、排水能力の向上を図
り、浸水区域の解消に向けた総合的な治水対策を推進します。 

 
 雨水流出量の抑制に向けて、農地や平地林等の自然的土地利用の管理・保全を

図ることで、保水機能の維持に努めるとともに、雨水排出量の規制や貯留施設、
浸透性舗装・浸透桝の整備を推進します。 

 

防災・減災に向けた環境づくり 
 
防災拠点施設の適正配置と機能強化 

 

 災害時の防災拠点となる公共施設や公共性の高い民間施設については、市民の
避難場所として、また救急救護活動の拠点として、多様な機能が求められるこ
とから、地域防災計画を踏まえた適正配置を進めるとともに、施設の耐震化や
防災備蓄倉庫の整備など、防災拠点にふさわしい機能強化に努めます。 

 

避難路の確保 
 

 災害時における緊急輸送や避難・救助にあたっての主要な路線となる幹線道路
については、その沿道における建築物の耐火性・耐震性の向上を図り、その機
能の確保に努めます。また、緊急車両が円滑に進入可能で、市民が安全・安心
に避難場所等の拠点施設に移動することができるように、避難経路となる生活
道路の整備を推進します。 

 

 
安全・安心な暮らしの確保 自然災害に強いまちづくり 



 

- 57 - 

 

都市基盤・ライフラインの確保 
 

 道路や橋梁など、都市基盤の老朽化に対す
る調査を実施しながら、必要に応じて長寿
命化対策を講じた補修・更新を図ります。
また、上下水道や電気・ガス、通信などの
ライフラインについても、将来的な発生が
予想されている首都圏直下型地震等による
被害軽減に向けて、各施設の耐震性の向上
を図ります。 
 

 

多様な主体との協働による地域防災力の向上 
 
自助・共助・公助の推進 

 

 非常時においても「自助（自分の身は自分で守る）」「共助（共に助け合う）」
「公助（行政が支援する）」の考え方に基づいて、それぞれの立場で主体的な
取組みを実践することができるように、日頃から防災訓練などの継続的な取組
みを支援しながら、各主体の防災意識の向上に努めます。 

 

ハザード情報の周知徹底 
 

 河川の氾濫による浸水被害の想定など、県
や市で実施する災害シミュレーションの結
果については、ハザードマップの作成等に
より速やかに市民に周知を図り、ハザード
情報の普及・啓発に努めます。 

 
 
 
 
 

空き家等の適正管理・活用 
 

 人口減少社会の到来により、既存市街地内や既存集落内においては、空き家の
発生が増加することが懸念されます。適切に管理されていない空き家や荒地は、
犯罪の温床にもなり得ることから、地域との連携を図りながら、その発生状況
を把握するとともに、適正な管理・活用が図られるように、地域住民や所有者
等の意向を踏まえながら、必要に応じて適切な支援に取り組みます。 

 

 

  

 

序
章 

計
画

概
要 

第
１
章 

古
河
市

概
況 

第
２
章 

都
市

将
来
像 

第
３
章 

全
体
構
想 

第
４
章 

地
区
別
構
想 

第
５
章 

実
現
化
方
策 

参
考
資
料 

 

長寿命化対策を行った東諸川橋 

豪雨による浸水被害の状況 
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５ 景観形成の基本方針 
 

（１）基本方針 

 
 

 

 

（２）施策の方向性 

古河のイメージを高める魅力ある都市景観の形成 
 
古河ならではの歴史・文化的景観資源の継承・活用 

 

 古河駅西口の古河歴史博物館や古河文学館周辺については、旧城下町地区とし
て点在する寺社や屋敷林、蔵づくりや煉瓦づくりの建築物など、多くの歴史・
文化的景観資源を有しており、本市ならではの歴史・文化的景観のイメージを
象徴するエリアとなっています。これらの景観資源を適切に継承していくため
に、景観計画をはじめとする法的な担保を図るとともに、本市の魅力を高める
資源として積極的な活用を図ります。 

 

魅力を高める一体的な取組み 
 

 本市が有する歴史・文化的景観を、市全体の資源として活用していくために、
市街地におけるサイン整備や駅前環境の統一的なデザインの導入など、個別エ
リアに留まらない広がりを持った一体的な景観形成に向けた取組みを推進し、
本市の魅力向上に努めます。 

 

田園景観の保全・継承 
 
自然資源の管理・保全 

 

 本市の原風景でもある郊外部の田園景観については、構成要素である農地や平
地林、河川などの自然資源の適正な管理・保全を図り、将来にわたって田園を
流れる河川や平地林が連続した美しい景観の維持・保全に努めます。 

 

既存集落における景観づくり 
 

 田園地域に点在する既存集落については、歴史を感じさせる民家や屋敷林を有
しており、田園景観の構成要素のひとつでもあります。集落環境については、
今後も適正な管理が求められることから、コミュニティの維持・活性化に資す
る土地利用の展開を図る場合においては、周辺の田園景観や緑の連続性等に配
慮しながら、落ち着きのある集落景観の形成を図ります。 
 

 

  

 
風土の継承 地域資源を活かした魅力的な景観づくり 
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多様な主体との協働による景観形成 
 
景観計画に基づく景観づくり 

 

 本市では、市全域を対象区域とした景観計画を策定し、景観法に基づく良好な
景観の形成に向けた取組みを推進しています。現在は、駅西口の古河歴史博物
館周辺地区が景観形成重点地区として、また市道柳橋恩名線沿道及び都市計画
道路諸川谷貝線沿道が景観形成重点路線として指定されています。引き続き景
観計画の景観形成基準に基づいた適正な景観誘導を推進するとともに、諸川地
区の歴史的景観エリアにおける景観形成重点地区の新規指定など、本市の魅力
ある景観の保全・育成に向けた検討を進めます。 

 

エリアマネジメントの促進 
 

 地域の特性に応じた良好な景観形成の保全・創出を促進していくため、建築協
定や地区計画など、地域住民が主体となった制度の導入に向けて必要な支援を
行います。また、地域の清掃活動をはじめ、鉄道駅や幹線道路沿道等における
草花の植栽活動など、地域住民や各団体が実施する個別活動を支援しながら、
エリアマネジメントによる質の高い景観形成を目指します。 
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古河歴史博物館周辺地区（景観形成重点地区） 
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第 ４ 章 
 
 
 

地区別構想 

１ 古河地区 
２ 総和地区 
３ 三和地区 
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第 4 章 
 

 地区別構想では、前回計画や社会条件等を踏まえたうえで、市域を「古河地区」、「総和地

区」、「三和地区」の 3 つに区分し、これまでに掲げた市の全体構想の考え方を踏襲しながら、

各地区における今後のまちづくりの基本的な方針や具体施策等を示します。 

 

１ 古河地区 
 

（１）地区の現況 

① 位置と概況 

古河地区は市域西部に位置し、北側は栃木県
野木町、西側は渡良瀬川を挟んで栃木県栃木
市、埼玉県加須市、南側は利根川を挟んで埼玉
県久喜市、茨城県五霞町と接しています。 

地区の大部分が市街化区域に指定されてお
り、本市の中心的市街地として位置づけられ
ています。 

 

② 人口動向 

古河地区の人口は、2015 年時
点で総人口の 39.9％を占めてお
り、本市の中心的な居住地域とし
ての役割を担っていますが、既に
減少傾向に移行しています。 

将来的にも緩やかな人口減少が
予想されることから、市街地の低
密度化が懸念されます。 

年少人口・生産年齢人口は減少
し、老年人口は増加することが予
想されます。 

 

 

③ 都市機能の立地状況と都市構造の評価 

古河地区は、ショッピングセンターや金融機関などの商業施設や医療・福祉施設、
小中学校や高校等の文教施設、古河市役所古河庁舎などを有しており、市民生活の中
心的な市街地としての役割を果たしています。 

特に、医療・福祉施設については、徒歩圏人口カバー率が 90％を超えており、歩
いて行ける範囲に医療・福祉施設が広く分布し、市民の安全・安心な生活を支えてい
ます。 

今後人口減少が見込まれる中では、いかに市街地内の人口密度を維持し、これらの
既存都市機能の立地を支えていけるかが、大きなポイントとなります。 

古河地区 

6,975 6,396 5,906 5,461 4,957 4,645

36,611
34,074 32,425

30,736 28,975 26,890

13,805 15,578 16,657 17,083 17,358 17,454

57,476 56,173 54,988 53,280 51,290 48,989

24.0%
27.7%
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（人）

老年人口 生産年齢人口 年少人口

総数 高齢化率

※年齢不詳を含むため、年齢三区分別人口の合計
と地区別人口は一致しない。 
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施設凡例 

 
 
 
 
 
 

区域凡例 

 
 
 
 
 

2035 年推計人口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■都市構造評価の比較 
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■古河地区の都市機能の立地状況 
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④ 古河地区の住民意向（平成 28 年 10 月「古河市まちづくりアンケート」調査結果） 

＜日常の生活・行動パターン＞ 

■日用品及び日用品以外の買い物場所（複数回答 n=284） 

 

 

 

 

 

 

■目的別の交通手段（n=284） 

 

 

 

 

 

＜古河市全体におけるまちづくり意向＞ 

■古河市全体のまちづくりの方向性     ■古河駅周辺に充実させるべき都市機能 

 

 

 

 

 

＜古河地区におけるまちづくり意向＞ 

■古河地区で生活する上で必要な施設            ■古河地区の将来のまちづくりの方向性 

 

 

  

1.4

0.4

2.1

4.6

82.0

71.5

47.9

0.4 

9.2 

8.5 

12.7 

0.4 

2.5 

4.9 

3.9 

29.2 

0.4 

0.7 

1.4 

0.4 

7.4 

2.5 

4.2 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

買い物の際、最も利用する交通手段

医療施設や福祉施設に行く際、最も利用する交通手段

自宅からJR古河駅に行く際、最も利用する交通手段

鉄道 バス 自家用車（家族などによる送迎含む） バイク・スクーター 自転車 タクシー 徒歩 その他 利用していない 無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

商業施設

病院

地域交流センター

社会福祉施設

子育て支援施設

（幼稚園、保育所など）

総数

古河地区

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

地域医療・介護サービスの拠点づくり

徒歩圏で生活できる居住環境の整備

保健・医療施設の充実

公共交通（鉄道・バス）の利便性向上

雇用の場の確保

総数

古河地区

（複数回答 総数 n=666 古河地区 n=284） （複数回答 総数 n=666 古河地区 n=284） 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自然災害への防災対策の充実

充実した医療・福祉環境

商業の活性化

高齢者や障がい者への配慮

子どもの育成環境への配慮

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

病院や診療所

小規模店舗・コンビニなど

介護サービスなどの高齢者福祉施設

銀行や郵便局などの金融機関

大規模な商業施設

（複数回答 n=284） （複数回答 n=284） 

※四捨五入による処理、複数回答などにより、合計が 100％とならない場合があります。 
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（２）地区の主要課題 

視点 主要課題 

人口集積性 

 2015 年時点で総人口の約 40％となる 56,173 人が居住しています

が、地区内の人口は減少傾向にあり、今後も減少することが予想さ

れます（2035 年で 48,989 人）。 

 年少人口・生産年齢人口は減少し、老年人口は増加する傾向にあ

り、今後も高齢化が進行することが予想されます（2035 年で高齢化

率 35.6％）。 

 2035 年時点においても、市街化区域内の古河駅周辺やけやき平など

の住宅地で一定の人口密度は保たれることが予想され、人口密度 50

人／ha の地域が分布すると予想されます。 

 一方、古河駅西側の渡良瀬川沿岸付近や地区南部の大山付近、市街

化調整区域では、さらに低密度化が進むと予想されます。 

生活利便性 

 古河駅周辺には商業施設や医療施設、金融機関が多く立地してお

り、徒歩圏域に生活サービス施設が集積しています。特に、古河駅

東側は、商業施設、子育て支援施設、教育施設、福祉施設が分布し

ており、生活利便性が高い地域となっています。 

 日用品の買い物においても、古河地区内で買い物をする割合が 90％

以上となっており、地区内での生活サービス施設の維持・誘導が求

められます。 

 古河地区南部は、都市計画道路横山大山線沿道とその周辺におい

て、商業施設、医療施設、福祉施設が立地しています。 

 生活サービス施設（医療、福祉、商業）の徒歩圏人口カバー率は、

市平均より高く、医療・福祉施設に関しては全国平均より高くなっ

ています。生活サービス施設の利用圏平均人口密度においても、市

平均より高く、全国平均とほぼ同様の値となっています。 

 市民意向をみると、生活する上で必要な施設として「病院や診療

所」、「小規模店舗・コンビニなど」、「高齢者福祉施設」が多く

挙げられており、医療、福祉、商業機能の維持が求められます。 

 一方で、公園緑地の徒歩圏人口カバー率は、全国平均より低く、市

平均とほぼ同様の値となっています。 

交通利便性 

 古河駅を中心に地区内はバス路線で概ねカバーされています。その

ため、公共交通沿線地域の徒歩圏人口カバー率や人口密度は市平均

より高く、特に人口密度は全国平均より高くなっています。 

 しかし、買い物や医療施設・福祉施設への交通手段の多くは、自家

用車を利用しており、地区内で高齢化が進行する中で、公共交通の

利用促進とネットワークの維持が求められます。 

居住安全性 

 渡良瀬川及び利根川沿岸と地域南部は、浸水深 2.0ｍ以上の浸水想定

区域に覆われており、けやき平などの人口が集積する住宅地におい

ても、浸水の危険性が高い地域がみられます。 

 古河地区の将来のまちづくりに関する市民意向においても、「自然

災害への防災対策の充実」が最も多く、安全な居住環境の形成が求

められます。 
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（３）地区の将来像 

 
 
 
 

商業・業務機能や行政・文化機能が集積し、本市の中心的な役割を担う古河地区に
おいては、引き続き、古河の歴史と文化が薫る風格ある市街地の維持・育成に努める
とともに、拠点地域と居住地がコンパクトにまとまった、生活利便性の高い快適なま
ちづくりを目指します。 

また、市民の生活拠点や来訪者の玄関口としての機能の維持・充実に向けて、住民
同士やコミュニティ間の繋がり、来訪者との繋がりを大切にした、多くの人が集うに
ぎわいあるまちづくりを目指します。 

 

（４）施策の方向性 

古河駅周辺都市拠点における拠点機能の維持・向上 
 
立地適正化計画との連携による都市機能の維持・誘導 

 

 市民生活の中心的な役割を果たすとともに、本市の玄関口となる古河駅周辺都
市拠点では、駅を中心とした商業・業務機能や文化機能が一体となり、歴史
的・文化的な景観や資源を活かした、市の顔となる魅力的なまちの形成を目指
します。 
 

 都市機能の維持・誘導を図るべき中心的な
市街地については、立地適正化計画の「都
市機能誘導区域」に指定し、若者をターゲ
ットとした商業施設や、病院・診療所など
の医療施設を維持・誘導することで、地区
全体の定住人口の増加を図ります。 
 

 また、美術館・博物館などの地域の歴史・
文化資源を活かし、市全体から周辺都市ま
で、広域的な利用も見据えた都市機能の維
持・誘導を図り、拠点性を高めます。 

 

都市機能を支える人口密度の確保 
 

 古河地区には、生活利便性に資する商業・業務機能や行政機能が集積し、安
全・安心に子育てができる文教機能や医療・福祉機能も充実しています。これ
らの充実した都市機能を将来にわたって維持していくことができるように、適
正な人口密度の確保を目指します。 

 

  

風格が漂う コンパクトで快適なまちづくり 
人が集い繋がるまち 古河地区 

古河駅西口の市街地 
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定住促進に向けた居住性の向上と安全性の確保 
 
若年層の定住促進に資する環境整備 

 

 圏央道の開通や新たな工業団地の整備などを背景に、本市に多くの従業者が流
入することが予想されることから、持続可能な都市づくりに向けた若年層の確
保に向けて、生活利便施設の維持・誘導や居住地から従業地までのアクセス網
の確保など、定住促進に資する取組みを一体的に推進します。 
 

 古河地区には、生活利便性に資する商業・
業務機能や行政機能が集積し、安全・安心
に子育てができる文教機能や医療・福祉機
能も充実しています。これらの充実した都
市機能を将来にわたって維持していくこと
ができるように、適正な人口密度の確保を
目指すとともに、若年層に選ばれる居住地
づくりに向けて、子育て支援施設の維持・
誘導を推進します。 
 

 いつまでも住み続けたいと思える、質の高
い居住環境を形成していくために、地区計
画や建築協定など、住民が主体となったエ
リアマネジメントの展開を促進し、独自の
ルールに基づいた魅力創出により、付加価
値のある、選ばれる居住地づくりを進めま
す。 

 

 

 

都市的土地利用の促進 
 

 駅南地区や大堤南部地区といった、長年事業化に至っていない土地区画整理事
業の計画区域については、今後の社会経済情勢の変化等を見据え、必要な都市
計画の見直しなども視野に入れながら、都市的土地利用の促進を図ります。 

 

安全・安心な市街地環境の確保 
 

 古河地区においては、渡良瀬川や利根川、向堀川の周辺が、浸水想定区域 2.0
ｍ以上のエリアに指定されています。浸水想定区域に指定された既存市街地に
ついては、立地適正化計画の「居住誘導区域」との連携を図りながら、自助・
共助・公助の考えのもと、引き続き、防災・減災対策に取り組むとともに、災
害ハザード情報を市民や事業者に対して積極的に周知し、新規開発等について
は、できるだけ安全なエリアへ誘導を図ります。 
 

 古河駅周辺の古くから整備された住宅地では、将来的に住民の高齢化に伴う空
き家の発生が予想されることから、空き家の実態把握に努めるとともに、若年
層の定住促進の受け皿としての役割も見据えながら、適正な管理と活用に取り
組みます。 
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古河市役所古河庁舎 

駅前子育て広場「わんぱくステーション」 
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高齢社会に対応したまちづくり 
 

 市民生活の拠点であり、市の人口の約 4 割が居住する古河地区においては、今
後さらに増加が見込まれる高齢者をはじめ、子どもや障がいのある人まで、誰
もが暮らしやすいまちづくりを進めていくことが求められます。そのため、徒
歩や自転車、路線バスなどで簡単に目的地まで移動できるよう、歩ける範囲で
様々なサービスが享受可能となる都市機能の集積を図るとともに、公共交通網
の確保や安全な歩行空間の確保、交通施設のバリアフリー化など、交通環境の
整備も推進します。 

 

円滑な移動に資する交通結節機能の維持・強化 
 
公共交通網の結節機能の維持・強化 

 

 本市唯一の鉄道駅である古河駅は、多くの市民や来訪者が行き来する、鉄道、
路線バス、循環バス等による公共交通網の拠点機能を果たしていることから、
引き続き、ハード・ソフト両面から利便性の確保に向けた取組みを推進します。 
 

 古河地区においては、構想路線となる筑西幹線道路をはじめ、都市計画道路新
町三杉線、西牛谷辺見線、桜町上辺見線の整備が予定されていることから、地
区内及び地区間のアクセス性の向上に向けて、計画的な道路整備を推進します。 

 

新駅実現と合わせた一体的土地利用の検討 
 

 古河地区に隣接する総和地区の大堤では、JR 東北本線の新駅設置構想が検討
されていることから、新駅実現に向けた取組みの進捗状況を踏まえながら、新
たな交通結節拠点としての機能拡充に資する、新駅周辺での一体的な土地利用
展開や既存公共交通網との連携のあり方等について、引き続き検討していくも
のとします。 

 

歴史・文化を活かした風格あるまちづくり 
 
古河ならではの個性ある景観の創出 

 

 本市の玄関口となる古河駅周辺エリアについては、来訪者が本市のイメージを
形成する“顔”としての役割も果たしていることから、古河の風格を活かしたサ
イン整備やデザインの統一など、周辺と一体となった景観形成に取り組みます。 
 

 古河駅西口では、古河歴史博物館や古河文学館、点在する寺社や屋敷林、蔵づ
くりや煉瓦づくりの建物など、多くの歴史・文化的景観資源を有しており、古
河ならではの風格漂う景観が形成されていることから、景観計画をはじめとす
る法的な担保を図りながら、景観資源の積極的な活用と保全・育成を図ります。 

 

豊かな水とみどりの環境の継承 
 

 古河地区は、渡良瀬川や利根川などの豊かな水環境と、古河総合公園（古河公
方公園）や古河市渡良瀬総合運動公園をはじめとするみどり環境を有していま
す。都市環境に潤いを与える水とみどり資源については、引き続き、適正な管
理に基づく継承を基本としながら、都市の魅力向上に資する積極的な活用を図
ります。 
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古河地区まちづくり構想図 

 

                                 
 

        

 古河ならではの個性
ある景観の創出 

 公共交通網の結節
機能の維持・強化 

 古河駅周辺都市拠点に
おける拠点機能の維持・
向上 

 安全・安心な市街地
環境の確保 

 新駅実現と合わせた一体的
土地利用の検討 

 若年層の定住促進に資する環境整備 
 

 高齢社会に対応したまちづくり 

 豊かな水とみどり環境
の継承 

 都市的土地利用の促進 
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２ 総和地区 
 

（１）地区の現況 

① 位置と概況 

総和地区は市域の中央部に位置し、北側は
栃木県野木町、栃木県小山市、南側は利根川
を挟んで五霞町、境町に接しています。 

隣接する古河地区から連なる一体的な市街
地、地区南部の市街地、集落地から構成さ
れ、地区全体として本市の郊外型市街地とし
て位置づけられています。 

 

② 人口動向 

総和地区の人口は、2015 年時
点で総人口の 34.9％を占めてお
り、古河地区に次ぐ居住地域とし
ての役割を担っています。 

2010～2015 年にかけては、
新たな宅地開発等による人口流入
により、人口が増加傾向となりま
したが、将来的には減少傾向に移
行することが予想されています。 

年少人口・生産年齢人口は減
少し、老年人口が増加することが
予 想されま すが、高齢 化率は
2035 年時点で 30.2％と、他地区
よりも比較的緩やかな傾向を示し
ています。 

 

③ 都市機能の立地状況と都市構造の評価 

駒羽根小学校周辺には商業施設や医療施設、金融機関、小学校、福祉施設が集積し
ており、利便性の高い住宅地を形成しています。また、地区北側には、西牛谷小堤線
沿道や西牛谷下辺見線沿道に商業施設が立地しており、古河地区とともに生活利便性
が高い地区となっています。 

特に、商業施設については、幹線道路沿道を中心に、食品スーパーのほか、ホーム
センター・専門店が多く立地しており、地域住民の日常生活利用以外にも、市外を含
む地区外からの利用も多い状況にあります。 

一方で、医療・福祉施設や商業施設の徒歩圏人口カバー率が約 50～65％程度にと
どまっており、歩いて生活が可能な市街地の形成には至っていません。 

総和地区 

7,002 6,770 5,484 4,764 4,325 4,006

32,449
30,976

28,809
27,931 26,816 25,154

9,118 11,225
12,259 12,588 12,520 12,625

48,168 49,130
46,553 45,283 43,661 41,784

18.9%
22.8%

26.3%
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2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

（人）

老年人口 生産年齢人口 年少人口

総数 高齢化率

※年齢不詳を含むため、年齢三区分別人口の合計
と地区別人口は一致しない。 
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施設凡例 

 
 
 
 
 
 

区域凡例 

 
 
 
 
 

2035 年推計人口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■都市構造評価の比較 

  

 

序
章 

計
画

概
要 

第
１
章 

古
河
市

概
況 

第
２
章 

都
市

将
来
像 

第
３
章 

全
体
構
想 

第
４
章 

地
区
別
構
想 

第
５
章 

実
現
化
方
策 

参
考
資
料 

 

■総和地区の都市機能の立地状況 
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④ 総和地区の住民意向（平成 28 年 10 月「古河市まちづくりアンケート」調査結果） 

＜日常の生活・行動パターン＞ 

■日用品及び日用品以外の買い物場所（複数回答 n=217） 

 

 

 

 

 

 

■目的別の交通手段（n=217） 

 

 

 

 

 

＜古河市全体におけるまちづくり意向＞  

■古河市全体のまちづくりの方向性     ■古河駅周辺に充実させるべき都市機能 

 

 

 

 

＜総和地区におけるまちづくり意向＞ 

■総和地区で生活する上で必要な施設    ■総和地区の将来のまちづくりの方向性 

 

 

  

0.5

0.9

0.5

3.7

11.1

88.9

80.6

78.8

0.5

6.9 

4.1 

3.7 

2.3 

2.3 

1.4 

0.9 

0.9 

0.9 

6.5 

0.9 

1.8 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

買い物の際、最も利用する交通手段

医療施設や福祉施設に行く際、最も利用する交通手段

自宅からJR古河駅に行く際、最も利用する交通手段

鉄道 バス 自家用車（家族などによる送迎含む） バイク・スクーター 自転車 タクシー 徒歩 その他 利用していない 無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

徒歩圏で生活できる居住環境の整備

雇用の場の確保

地域医療・介護サービスの拠点づくり

公共交通（鉄道・バス）の利便性向上

保健・医療施設の充実

総数

総和地区

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

商業施設

子育て支援施設

（幼稚園、保育所など）

社会福祉施設

地域交流センター

病院

総数

総和地区

（複数回答 総数 n=666 総和地区 n=217） （複数回答 総数 n=666 総和地区 n=217） 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

病院や診療所

小規模店舗・コンビニなど

介護サービスなどの高齢者福祉施設

大規模な商業施設

銀行や郵便局などの金融機関

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自然災害への防災対策の充実

充実した医療・福祉環境

商業の活性化

高齢者や障がい者への配慮

居住環境の向上

（複数回答 n=217） （複数回答 n=217） 

※四捨五入による処理、複数回答などにより、合計が 100％とならない場合があります。 
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（２）地区の主要課題 

視点 主要課題 

人口集積性 

 2015 年時点で総人口の約 35％となる 49,130人が居住する地区で、

地区内の人口は増加傾向にあります。しかし、今後は減少に転じ、

2035 年で 41,784 人まで減少すると予想されます。 

 年少人口及び生産年齢人口は減少し、老年人口は増加する傾向にあ

ります。 

 今後も駒羽根小学校周辺や総和庁舎西側の市街化区域内で人口が増

加することが予想され、2035 年時点でも、駒羽根小学校周辺や関戸

周辺では人口密度 50 人／ha が維持されると予想されます。 

 一方で、下辺見・上辺見周辺や小堤周辺で人口が減少することが予

想されます。 

生活利便性 

 駒羽根小学校周辺には商業施設や医療施設、金融機関、小学校、福

祉施設が集積しており、利便性の高い住宅地を形成しています。 

 地区北西部には、国道 125 号沿道や都市計画道路西牛谷下辺見線沿

道に商業施設が立地しており、古河地区とともに生活利便性が高い

地区となっています。商業施設は、食品スーパーのほか、ホームセ

ンター･専門店の立地が多く、地域住民の日常生活利用以外にも、地

区外からの利用が多くなっています。 

 生活サービス施設（医療、福祉、商業）の徒歩圏人口カバー率は、

商業に関しては市平均と同様の値となっていますが、医療・福祉に

関しては市平均より低く、今後、高齢者の増加が想定される総和地

区においては、医療･福祉施設の維持･誘導が求められます。 

 市民意向をみると、生活する上で必要な施設として「病院や診療

所」、「小規模店舗･コンビニなど」、「高齢者福祉施設」が多く挙

げられています。 

交通利便性 

 総和地区は、幹線道路沿線を中心にバス路線が通っており、工業団地

を除く市街化区域内は概ねバス路線の徒歩圏域でカバーされているこ

とから、公共交通沿線地域の徒歩圏人口カバー率は市平均より高く

なっています。 

 また、市街化調整区域の既存集落等の居住者の交通利便性を確保す

るため、地区全域にデマンド交通を導入しています。 

 買い物や医療施設・福祉施設への交通手段については、80％以上は

自家用車を利用しており、地区内で高齢化が進行する中では、公共

交通の利用促進に向けた交通体系の見直しが求められます。 

居住安全性 

 地区南部の広範囲にわたって、浸水深 2.0ｍ以上の浸水想定区域に覆

われており、駒羽根小学校周辺などの人口が集積する住宅地におい

ても、浸水の危険性が高い地域がみられます。 

 市街化区域内には大規模な工業団地が整備されており、引き続き産

業振興と周辺の良好な住環境の維持が求められます。 

 総和地区の将来のまちづくりに関する市民意向においては、「自然

災害への防災対策の充実」が最も多く、安全な居住環境の形成が求

められます。 
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（３）地区の将来像 

 
 
 
 

郊外部に広がる「農地」と、幹線道路沿道を中心に形成された「商業地」、本市の
産業をけん引する「工業地」がバランスよく融合した総和地区においては、引き続き、
メリハリのある土地利用を図りながら、どの世代にとっても暮らしやすい、誰もが住
んでみたいと思うような質の高いまちづくりを目指します。 

 

（４）施策の方向性 

古河駅東部都市拠点における拠点機能の誘導・創出 
 
土地区画整理事業及び立地適正化計画との連携による都市機能の誘導・創出 

 

 古河駅東部土地区画整理事業区域を中心と
した古河駅東部都市拠点では、土地区画整
理事業の計画的な推進に基づく、居住と一
体となった新たな拠点形成を目指します。 
 

 都市機能の誘導・創出を図るべき土地区画
整理事業区域及びその周辺エリアについて
は、立地適正化計画の「都市機能誘導区
域」に指定し、大規模商業施設や病院など
を誘導し、地区内の住民のみならず、国道
125 号や十間通りを通じて市内全体の利便
性向上を図ります。 
 

 総和地区の持続性に寄与する若年層の獲得
に向けて、診療所や幼稚園・保育園などの
誘導を行い、ファミリー世帯が暮らしてみ
たいと思える居住環境の形成を目指しま
す。 

 

 

大規模跡地を活用した新たな都市機能の創出 
 

 総和地区は大規模病院跡地を有しており、市の課題解消や新たな活力創出に資
する活用が求められます。当該跡地では、上辺見保育所の移転と合わせて、市
全体の子育て拠点となるような新たな施設の整備が検討されていることから、
引き続き、多様な主体との連携を図りながら、市全体の質的向上に波及する新
規都市機能の創出を目指します。 

 

  

農・商・工が融合した 人にやさしいまちづくり 
誰もが住みたくなるまち 総和地区 

古河駅東部土地区画整理事業区域 

十間通り 
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メリハリのある土地利用に基づく安全・安心なまちづくり 
 
工業地と住宅地が調和した暮らしやすい都市環境の形成 

 

 総和地区は、丘里工業団地や北利根工業団
地など、市の産業を支える大規模工業地を
有しています。また、職住近接型の居住地
として、工業地周辺に戸建てを中心とした
住宅地が形成されています。大規模工業地
については、引き続き本市の産業拠点とし
て操業環境の維持・向上に努めるととも
に、周辺の住宅地の居住環境に配慮した緩
衝緑地の管理・保全など、職住が調和した
都市環境の維持・増進を図ります。 
 

 住宅地については、住民の高齢化等により、今後空き家の発生などが顕在化す
ると予想されることから、若年層の住宅取得の受け皿として機能するよう、建
築協定などの住民主体でのエリアマネジメントの導入による、質の向上と付加
価値の創出を促進します。 

 

生活利便性を支える沿道型商業地の機能維持 
 

 国道 125 号沿道に形成された沿道型商業地
については、総和地区のみならず市全体を
対象とした広域的な商業地として機能して
いることから、今後も地区計画の適正な運
用やアクセス道路の整備などを図りなが
ら、住民の生活利便性を支える商業地とし
ての機能の維持を図ります。 

 

 

新 4 号国道沿道における新規産業用地の創出 
 

 市長が定める指定路線区域である新 4 号国道の柳橋（北）交差点、久能交差点、
高野交差点の半径 1 ㎞以内の区域については、大規模な流通業務施設の新規立
地に向けて、市街化調整区域における地区計画の導入や開発許可基準の適正運
用など、必要となる都市計画の手立てを行いながら、周辺環境と調和した計画
的な土地利用を図ります。 

 

安全・安心な市街地環境の確保 
 

 利根川や向堀川、女沼川、宮戸川など、地区内に多くの河川を有する総和地区
においては、地区南部の田園地帯や駒羽根の市街地が浸水想定区域 2.0ｍ以上
のエリアに指定されています。浸水想定区域に指定された既存市街地について
は、立地適正化計画の「居住誘導区域」との連携を図りながら、自助・共助・
公助の考えのもと、引き続き、浸水時における防災・減災対策に取り組むとと
もに、災害ハザード情報を市民や事業者に対して積極的に周知し、新規開発等
については、できるだけ安全なエリアへ誘導を図ります。 
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丘里工業団地 

国道 125 号の沿道型商業地 
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円滑な移動を支える交通ネットワークの充実 
 
拠点と居住地を繋ぐ交通網の維持・強化 

 

 古河駅周辺都市拠点や古河駅東部都市拠点など、市や総和地区の拠点となるエ
リアと居住地間の円滑なアクセスを確保していくために、自家用車による移動
だけでなく、公共交通の利用促進も展開しながら、将来にわたって持続可能で
利便性の高い交通体系の構築に努めます。 

 

長期構想路線の実現に向けた取組み推進 
 

 総和地区においては、構想路線となる筑西幹線道路や（仮称）久能谷貝線をは
じめ、国道 354 号バイパスや都市計画道路上辺見下大野線の整備が予定されて
いることから、地区内及び地区間のアクセス性の向上に向けて、早期の事業化
に向けた積極的な取組みを推進します。 
 

新駅実現に向けた取組み推進 
 

 総和地区では、大堤エリアにおいて JR 東北本線の新駅設置構想が検討されて
いることから、その実現に向けて関係機関との積極的な協議・調整を図りなが
ら、併せて周辺地域における土地利用展開や公共交通との連携についても検討
することとします。 

 

豊かな田園環境の管理・保全 
 
郊外部の田園環境の管理・保全 

 

 まとまりのある平地林や河川、豊かな田園環境については、総和地区のゆとり
ある都市空間を形成する貴重な要素として、将来にわたって適切な管理・保全
を図ります。 
 

 農業生産の場となる農地については、今後も積極的な利用に基づく管理・保全
を図りながら、耕作放棄地の発生抑制に努め、質の高い営農環境の維持・向上
を推進します。 

 

既存集落コミュニティの維持・改善 
 

 郊外部に点在する既存集落においては、本市の農業生産を支える貴重な担い手
の居住地として、引き続きコミュニティの維持・活性化が求められることから、
立地基準の適正運用により、コミュニティの持続性向上に資する一定の土地利
用を許容しながら、集落環境の改善を促進します。 
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総和地区まちづくり構想図 
 

 

      

 

序
章 

計
画

概
要 

第
１
章 

古
河
市

概
況 

第
２
章 

都
市

将
来
像 

第
３
章 

全
体
構
想 

第
４
章 

地
区
別
構
想 

第
５
章 

実
現
化
方
策 

参
考
資
料 

 

 工業地と住宅地が
調和した暮らしやす
い都市環境の形成 

 生活利便性を支える沿道
商業地の機能維持 

 新４号国道沿道における
新規産業用地の創出  新駅実現に向

けた取組み推進 

 安全・安心な市街地
環境の確保 

 古河駅東部都市拠点における
拠点機能の誘導・創出 

 長期構想路線の
実現に向けた取組
み推進 

 郊外部の田園環境の管理・保全 
 

 既存集落コミュニティの維持・改善 
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３ 三和地区 
 

（１）地区の現況 

① 位置と概況 

三和地区は市域の東部に位置し、北側は栃
木県小山市、結城市、東側は八千代町、南側
は坂東市、境町に接しています。 

国道 125 号沿道に広がる市街地のほか、主
要な道路の沿道を中心に集落地が形成されて
おり、地区全体としては田園地域として位置
づけられています。 

 

② 人口動向 

三和地区の人口は、2015 年時
点で総人口の 25.3％を占めてい
ます。 

人 口 は 既 に 減 少 に 転 じ て お
り、将来的にもさらなる減少が予
想されています。 

年少人口・生産年齢人口は減
少し、老年人口が増加することが
予想されており、特に高齢化率は
2035年時点で37.7％と、他地区
よりも高い傾向を示しています。 

一方で、名崎工業団地への企
業進出に伴い、従業者やその家族
の定住による、新たな人口の獲得
が期待される地区でもあります。 

 

③ 都市機能の立地状況と都市構造の評価 

国道 125 号沿道を中心に、商業施設や医療施設、金融機関、子育て支援施設が立
地しています。また、市街化調整区域の集落周辺では、コンビニエンスストアが立地
しており、地域住民の日常生活における利便施設としての役割を果たしています。 

一方で、医療・福祉施設や商業施設の徒歩圏人口カバー率が約 30～50％程度と低
い水準にあり、自動車による移動を前提とした都市構造となっています。 

名崎工業団地における自動車製造業の立地により、新たな定住人口の獲得が期待さ
れる中で、必要な都市機能を適切に誘導していくことで、生活利便性の高い市街地の
形成を進めていくことが求められます。 

三和地区 

4,847 4,396 3,750 3,260 2,804 2,456

24,638 22,004
19,184

17,092 15,450 13,720

7,381
9,171

10,372
10,663 10,276

9,787
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33,306
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※年齢不詳を含むため、年齢三区分別人口の合計
と地区別人口は一致しない。 
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施設凡例 

 
 
 
 
 
 

区域凡例 

 
 
 
 
 

2035 年推計人口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■都市構造評価の比較 
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■三和地区の都市機能の立地状況 



- 80 - 

 

④ 三和地区の住民意向（平成 28 年 10 月「古河市まちづくりアンケート」調査結果） 

＜日常の生活・行動パターン＞ 

■日用品及び日用品以外の買い物場所（複数回答 n=133） 

 

 

 

 

 

 

■目的別の交通手段（n=133） 

 

 

 

 

 

＜古河市全体におけるまちづくり意向＞ 

■古河市全体のまちづくりの方向性     ■古河駅周辺に充実させるべき都市機能 

 

 

 

 

 

＜三和地区におけるまちづくり意向＞ 

■三和地区で生活する上で必要な施設    ■三和地区の将来のまちづくりの方向性 

 

 

  

0.8

0.8

8.3

91.0

69.9

82.7

0.8

0.8

0.8

4.5

3.8

1.5

0.8 

0.8 
1.5 

1.5 

0.8 

3.0 

1.5 

0.8 

13.5 6.8 

3.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

買い物の際、最も利用する交通手段

医療施設や福祉施設に行く際、最も利用する交通手段

自宅からJR古河駅に行く際、最も利用する交通手段

鉄道 バス 自家用車（家族などによる送迎含む） バイク・スクーター 自転車 タクシー 徒歩 その他 利用していない 無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

商業施設

専門学校・大学

病院

地域交流センター

社会福祉施設

総数

三和地区

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

公共交通（鉄道・バス）の利便性向上

徒歩圏で生活できる居住環境の整備

保健・医療施設の充実

雇用の場の確保

地域医療・介護サービスの拠点づくり

総数

三和地区

（複数回答 総数 n=666 三和地区 n=133） （複数回答 総数 n=666 三和地区 n=133） 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

充実した医療・福祉環境

高齢者や障がい者への配慮

自然災害への防災対策の充実

商業の活性化

居住環境の向上

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

病院や診療所

大規模な商業施設

介護サービスなどの高齢者福祉施設

小規模店舗・コンビニなど

公園や広場

（複数回答 n=133） （複数回答 n=133） 
※四捨五入による処理、複数回答などにより、合計が 100％とならない場合があります。 
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（２）地区の主要課題 

視点 主要課題 

人口集積性 

 2015 年時点で総人口の 25％となる 35,643 人が居住していますが、

市内 3 地区で最も人口が少ない地区です。人口は減少傾向にあり、今

後も大幅に減少することが予想されます（2035 年で 25,937 人）。 

 年少人口・生産年齢人口は減少傾向で推移し、高齢化率は 2035 年で

37.7％と高くなりますが、老年人口は 2025 年をピークに減少する

と予想されます。 

 地区全域で人口減少することが予想され、特に諸川周辺の市街化区

域内の人口減少が著しく、市街化調整区域も含めてさらに低密度化

が進行すると予想されます。 

 一方、名崎工業団地への自動車製造業の立地に伴い、関連企業も含

めた従業者等の定住によって新たな人口の獲得が期待できる地区で

もあります。 

生活利便性 

 諸川周辺の市街化区域内においては、国道 125 号沿道を中心に、商

業施設や医療施設、金融機関、子育て支援施設が立地しています。

また、市街化調整区域の集落においてもコンビニエンスストアが立

地しており、日常生活における利便施設となっています。 

 日用品は地区内で買い物をする割合が 77.4％を占め、日常の生活サ

ービス施設の維持が求められますが、日用品以外は地区外との連携

による利便性の確保が求められます。 

 生活サービス施設（医療、福祉、商業）の徒歩圏人口カバー率、利

用圏平均人口密度ともに市平均より低く、今後、高齢者が増加する

ことを考えると、生活サービス施設の維持とともに、生活利便性が

高い地域への居住の誘導が求められます。 

 市民意向をみると、特に生活する上で必要な施設として「病院や診

療所」が多く挙げられており、また、三和地区の将来のまちづくり

においても「充実した医療・福祉環境」が多くなっており、医療・

福祉機能の維持・誘導が求められます。 

交通利便性 

 三和地区は幹線道路沿線を中心にバス路線が通っていますが、他地

区に比べ路線数は少ない状況です。ただし、地区全体を対象とした

デマンド交通が運行されており、市内の地区間・施設間を連絡して

います。 

 公共交通沿線地域の徒歩圏人口カバー率、公共交通沿線地域の人口

密度ともに、市平均より低くなっており、将来的な公共交通の維持

が課題となっています。 

 買い物や医療施設・福祉施設、古河駅への交通手段についても、バ

スの利用は極めて少ない状況にあります。地区内における高齢者の

増加を見据え、公共交通網の利用促進による機能の維持が求められ

ます。 

居住安全性 

 地区西南部を流れる柳川沿岸が、浸水深 2.0ｍ以上の浸水想定区域と

なっていますが、地区全域は比較的自然災害が少ない地域となって

います。 
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（３）地区の将来像 

 
 
 
 

農地や平地林、河川などの豊かな自然環境と、本市の新たな産業拠点となる大規模
工業団地を有する三和地区においては、居住者から就業者まで、誰もが健康で快適に
生活することができるまちづくりを目指します。 

また、諸川周辺の既存市街地の都市機能の充実を図るとともに、郊外の既存集落に
おいても、安全・安心に暮らせる環境づくりを推進し、将来にわたって住み続けるこ
とができるまちづくりを目指します。 

 

（４）施策の方向性 

諸川周辺地域拠点における拠点機能の維持・向上 
 
立地適正化計画との連携による都市機能の維持・誘導 

 

 三和地区の生活拠点であり、交通の要衝でもある諸川周辺地域拠点では、郊外
集落を含む三和地区の住民が安心して暮らすことができ、新たな産業拠点の整
備に伴う定住人口の獲得にも資する生活利便性の確保・向上を目指します。 
 

 生活利便性に資する都市機能の維持・誘導を図るべきエリアについては、立地
適正化計画の「都市機能誘導区域」に指定し、地域住民や工業団地の従業者を
はじめとする新たな居住者をターゲットとして、日常生活に必要なスーパーや
診療所、金融機関（ATM）など機能の誘導を図り、幹線道路沿道における既存
の商業・業務機能等の活性化を促進します。 

 

他拠点との機能補完に資する交通体系の整備 
 

 三和地区に不足する都市機能については、本市の都市核である古河駅周辺都市
拠点や古河駅東部都市拠点をはじめ、隣接する自治体の拠点地域との連携強化
を図ることで、不足機能を補完します。 
 

 他地区の拠点エリアと居住地間の円滑なアクセスを確保するために、自家用車
による移動だけでなく、国道 125 号やつくば古河線を中心とした路線バスの利
用促進も展開しながら、将来にわたって持続可能な交通体系の確保に努めます。 
 

 三和地区においては、構想路線となる筑西幹線道路や（仮称）久能谷貝線、
（仮称）仁連間中橋線をはじめ、都市計画道路諸川谷貝線、上和田仁連線や
（仮称）新 4 号アクセス道路の整備が予定されていることから、地区内及び地
区間のアクセス性の向上に向けて、計画的な道路整備を推進します。 

 

  

豊かな自然と産業が調和した 健康なまちづくり 
いつまでも住み続けられるまち 三和地区 
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産業振興に資する土地利用の展開 
 
新たな産業拠点としての機能の確保・増進 

 

 圏央道の境古河 IC に近接し、新４号国道な
どの広域的なアクセス性に優れた三和地区
においては、本市の新たな産業拠点となる
名崎工業団地に自動車製造業が立地してい
ます。市民の就業の場として、また本市の
産業振興をけん引する拠点として、三和地
区のみならず市全体の活力創出に波及する
大きなポテンシャルを有していることか
ら、効果的な活用に向けた一体的な取組み
が求められます。 
 

 本市の一大産業拠点としての機能を将来にわたって維持していくために、広域
交通網へのアクセス性の向上や周辺環境との調和など、良好な操業環境の確
保・増進に向けた取組みを推進します。 
 

 関連企業の立地促進など、新たな産業用地の創出が必要な場合においては、周
辺環境との調和を前提としながら、市街化区域への編入など、必要となる都市
計画の見直しを行い、地区全体で連動した良好な操業環境の形成を目指します。 

 

従業者の定住促進や生活利便性向上に資する土地利用の展開 
 

 三和地区では、新規産業拠点の整備に伴い、関連企業も含めた従業者等の定住
による新たな人口の獲得が期待されることから、職住近接型の居住地の確保や
生活利便性の確保に資する都市機能の維持・充実、自家用車に頼らずに移動可
能な交通体系の構築など、魅力ある生活環境づくりを推進します。 

 

主要幹線道路沿道における新規産業用地の創出 
 

 指定路線区域である新４号国道の上片田（西）交差点、上大野（東）交差点、
大和田交差点の半径 1 ㎞以内の区域及び市道 0134 号線の沿線の他、境古河 IC
へアクセスする（都）諸川谷貝線の沿道地域等については、市街化調整区域に
おける地区計画の導入や開発許可基準の適正運用など、必要となる都市計画の
手立てを行いながら、周辺環境と調和した計画的な土地利用を図ります。 

 

安全・安心で住み続けられる住環境づくり 
 
安全・安心な居住環境の形成 

 

 三和地区においては、地区南部の柳川沿い
の田園地帯が浸水想定区域 2.0ｍ以上のエリ
アに指定されています。浸水想定区域に指
定された既存集落については、自助・共
助・公助の考えのもと、引き続き、浸水時
における防災・減災対策に取り組みます。 
 

 浸水想定区域外の市街地や既存集落におい
ても、市民や事業者に対して各種災害ハザ

 

序
章 

計
画

概
要 

第
１
章 

古
河
市

概
況 

第
２
章 

都
市

将
来
像 

第
３
章 

全
体
構
想 

第
４
章 

地
区
別
構
想 

第
５
章 

実
現
化
方
策 

参
考
資
料 

 

名崎工業団地 

東山田調整池周辺での浸水被害の状況 
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ード情報の積極的な周知を図りながら、各主体の防災意識の向上に努め、三和
地区全体で安全・安心な居住環境の形成に向けた取組みを推進します。 
 

 諸川周辺の市街地や郊外の既存集落については、今後、住民の高齢化等に伴っ
て空き家の発生が予想されることから、空き家の実態把握に努めながら、新た
な産業拠点の従業者をはじめとする若年層の定住の受け皿としての役割も見据
えながら、適切な管理と活用に取り組みます。 
 

既存集落コミュニティの維持・改善 
 

 三和地区は、市街化調整区域に点在する既存集落に多くの市民が居住している
という特性があります。本市の農業生産を支える貴重な担い手の居住地として、
引き続きコミュニティの維持・活性化が求められることから、立地基準の適正
運用により、コミュニティの持続性向上に資する一定の土地利用を許容しなが
ら、集落環境の改善を促進します。 
 

住民の生活利便性の確保に向けたデマンド交通の維持 
 

 三和地区においては、市内でも特に高齢化の進行が見込まれる地区となってい
ることから、高齢社会に対応した公共交通の確保が求められます。諸川周辺の
市街地だけではなく、郊外部に既存集落が分散して形成されている三和地区の
特性上、地区全体をカバーする路線バス網の構築は難しいことから、交通不便
地区をカバーするデマンド交通の運行により、市内の拠点間・施設間のアクセ
ス網を確保します。 
 

 三和地区においては、公共交通の利用率が他地区に比べて低い状況にあること
から、持続的な公共交通網の維持・確保に向けて、住民意識の醸成など、モビ
リティ・マネジメントによる公共交通の利用促進を図ります。 

 

田園環境の管理・保全・活用 
 
豊かな田園環境の管理・保全 

 

 広大な農地や平地林、河川など、豊かな田園環境については、三和地区の特性
でもある昔ながらの原風景を形成する貴重な要素として、将来にわたって適切
な管理・保全を図ります。 
 

 農業生産の場となる農地については、今後も積極的な利用に基づく管理・保全
を図りながら、耕作放棄地の発生抑制に努め、質の高い営農環境の維持・向上
を推進します。 
 

地域資源の活用による活力創出 
 

 三和地区の豊かな田園環境や新 4 号国道をはじめとする広域的なアクセスの利
便性、地区内に整備された道の駅「まくらがの里こが」など、既存の地域資源
や特性をさらに活用していくため、郊外部でのスプロールに配慮しながら、地
区及び市全体の活力創出に資する新たな土地利用について、引き続き検討を行
います。  
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三和地区まちづくり構想図 
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新４号国道沿道
における新規産業
用地の創出 

住民の生活利便性の
確保に向けたデマンド
交通の維持 

諸川周辺地域拠点における
拠点機能の誘導・創出 

豊かな田園環境の管理・保全 
 
既存集落コミュニティの維持・改善 
 
安全・安心な居住環境の形成 
 

従業者の定住促進や生活利
便性向上に資する土地利用の
展開 

 新たな産業拠点としての機能の
確保・増進 
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筑西幹線道路 



 

 

 

  

 

第 ５ 章 
 
 
 

実現化方策 

１ 計画推進に向けた施策展開の方向性 
２ 協働型のまちづくり 
３ 計画の進行管理 
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第 5 章 
 

１ 計画推進に向けた施策展開の方向性 
 

都市計画手法の活用 
 

市街化区域への編入 
 

 大規模な工業団地を有し、産業都市としての役割も果たしている本市においては、
圏央道の開通に伴い、産業用地の開発需要がさらに高まることが予想されます。首
都圏への近接性と利便性の高い広域的な交通ネットワークを活かし、新たな定住人
口の獲得や産業振興による地域活性化に向けて、本市の更なる発展に資する土地利
用展開が図れるよう環境整備に取り組みます。 
 

 特に、本市の新たな産業拠点となる名崎工業団地周辺の開発適地や東山田・谷貝地
区周辺の工場適地においては、関連企業等の集積・誘導による操業環境の増進に向
けて、計画的な土地利用誘導を図り、市街化区域への編入に取り組みます。 
 

市街化調整区域における地区計画 
 

 「茨城県圏央道沿線地域基本計画」の中で、上大野地区や柳橋北交差点周辺（市街
化調整区域）は、重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域として位置づけ
られています。また、新４号国道の上片田交差点、上大野交差点、大和田交差点等
については、市長が定める指定路線区域に指定されています。当該区域における新
たな産業用地の確保にあたっては、雇用の場の確保による本市の産業振興や地域活
力の創出に向けて、「市街化調整区域における地区計画」の導入など、必要に応じ
た都市計画環境の整備を図りながら、周辺環境との調和を前提とした計画的な土地
利用誘導を実現します。 
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まちづくり関連計画との連携 
 

立地適正化計画の活用による居住機能と都市機能の誘導 
 

 都市計画マスタープランの高度化版として位
置づけられる「立地適正化計画」について
は、居住機能及び都市機能の誘導、公共交通
網の形成等により、コンパクトなまちづくり
を推進するための計画であり、本市が目指す
「1 核 1 拠点構造による集約連携型コンパクト
シティ」の実現に向けた実行計画として位置
づけられます。 
 

 立地適正化計画で設定する「都市機能誘導区
域」に商業、医療・福祉などの都市機能を誘
導し、「居住誘導区域」にそれらの都市機能
を支えるための人口密度を確保するための居
住誘導を図ることで、利便性の高い拠点地域
と質の高い居住地の形成、都市基盤整備や市
民サービスの提供などに係る都市経営コスト
の適正化による行財政運営の効率化を実現し
ます。 

 
 
 

地域公共交通網形成計画との連携 
 

 本計画及び立地適正化計画と連携した「古河市地域公共交通網形成計画」に基づい
て、集約連携型コンパクトシティを支える公共交通ネットワークの再編を推進しま
す。拠点間の連携強化や地域の需要に応じたバス路線の再編など、市民の日常生活
に寄り添った交通手段の確保を目指します。 

 
 
    

 

序
章 

計
画

概
要 

第
１
章 

古
河
市

概
況 

第
２
章 

都
市

将
来
像 

第
３
章 

全
体
構
想 

第
４
章 

地
区
別
構
想 

第
５
章 

実
現
化
方
策 

参
考
資
料 

 

古河駅東口駅前広場 

古河市役所三和庁舎 
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２ 協働型のまちづくり 
 

まちづくりの役割分担 
 

住民・自治組織・各種団体等の役割 
 

 自分たちの生活の場となる都市を、より安全・
安心で快適な環境に育んでいくことは、都市づ
くりの主役である住民の権利であり、責務でも
あります。個人や自治組織を単位として、自ら
が主体となった積極的なまちづくり活動の展開
が期待されます。 
 

 市民団体や NPO 等の各種団体については、行
政や住民、事業者等が継続的に取り組むことが
困難な分野や、さらなる充実を図るべき分野に
おいて、各団体等の専門性を活かしながら、ま
ちづくり活動をけん引していくことが期待され
ます。 
 

事業者の役割 
 

 市内で事業を行う企業やバス・鉄道事業者は、
自らがまちづくりの受益者であり、魅力的で利
便性の高いまちづくりを担う地域社会の一員で
あることを認識し、日常の事業活動を通じて、
市全体や地域の活性化に継続的・持続的に貢献
していくことが期待されます。 
 

 市が掲げる将来像を共有したうえで、CSR 活
動の一環として、住民や行政が進めるまちづく
り活動に積極的に参画し、事業者ならではの独
自性・専門性を活かした取組みの展開が期待さ
れます。 
 

行政の役割 
 

 将来像の実現に向けて、まちづくりを進める際の基礎となる都市計画の指定や、道
路・下水道等の都市基盤の整備など、根幹的な施策展開を計画的に進める役割と責
務を担っていることから、市を取り巻く将来的な動向を見据えたうえで、関係機関
との調整も図りながら、住民の意向を踏まえた総合的なまちづくりを着実に推進し
ます。 
 

 住民や各種団体、事業者など、多様な主体によ
る協働のまちづくりのまとめ役として、まちづ
くりに係る積極的な情報発信や意識啓発等に努
めるとともに、各主体の育成や自主的な取組み
に対する支援の充実を図ります。 

  

自主防災訓練の様子 

JR 東北本線 

古河市役所総和庁舎 
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多様な主体との協働によるまちづくり 
 

地域が主体となったまちづくりの推進 
 

 人口減少や少子高齢化など、社会経済情勢が大きく変化する中で、まちづくりも、
従来の「行政主導」から、多様な主体による「協働」のまちづくりが求められてい
ます。本市においても、行政だけでなく、住民や各種団体、事業者などが一体とな
った、地域が主体の協働によるまちづくりに取り組みます。 
 

民間活力を活用した効果的なまちづくりの推進 
 

 行財政の効率化や多様化する市民ニーズに対応するため、市民や企業などが行政と
連携して新たな公共サービスの提供を行う PPP・PFI の活用等に向けた取組みにつ
いて検討し、公有地の活用等と合わせて、民間活力との連携や適切な誘導によるま
ちづくりを推進します。 
 

 本計画の高度化版となる立地適正化計画においては、本市の都市核や地域拠点に都
市機能誘導区域及び誘導施設を設定し、補助や税制優遇など民間施設の整備に対す
る支援を進めることで、民間活力の活用による拠点市街地への必要な都市機能の立
地誘導を促進します。 
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古河関東ド・マンナカ祭り 
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３ 計画の進行管理 
 

都市計画マスタープランの実効性の確保 
 

PDCA サイクルに基づく計画の進行管理 
 

 これからのまちづくりは、本計画で位置づけた各種方針に基づいて、様々な制度・
事業等を活用しながら進めていくことになります。本計画で位置付けた各施策の進
捗状況については、計画（Plan）を実行（Do）に移し、その効果・成果を点検・
評価（Check）し、必要な改善策（Action）を講じながら、計画の質的向上につな
げる「PDCA サイクル」による進行管理を行います。 
 

 効果・成果の点検・評価については、1 年ごとを目安に定期的に実施することとし、
関係各課との情報共有を図りながら、関連計画と一体となった総合的な進行管理を
図ります。また、その結果については、適宜、本市の都市計画に関する付属機関と
なる「古河市都市計画審議会」へ報告しながら、市ホームページを通じて住民・事
業者等へ周知・公表します。 

 
    ■PDCA サイクルの概念図 
 

 
 
 

柔軟な計画の見直し 
 

 本計画は、概ね 20 年後の 2035 年を目標年次とした長期的な計画として位置づけ
られます。そのため、中間年となる概ね 10 年後を目途に、PDCA サイクルに基づ
く計画の全体見直しを行います。 
 

 また、それ以外にも、関連法制度や上位関連計画の変更・見直し、本市の活力創出
に資する新たなプロジェクトの具体化など、本市を取り巻く社会経済情勢に大きな
変化が生じた場合については、時期に係わらない柔軟な見直しを行うものとします。 

 



 

 

 

  

 

参考資料 
 
 
 

 

１ 用語解説 
２ 策定までの経緯 
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参考資料 
 

１ 用語解説 
 

用 語 解 説 

あ行 IoT（アイオーティー） Internet of Things の略。テレビやエアコン、バスや自動

車など、身の回りのあらゆるモノがインターネットにつな

がる仕組みのこと。 

 アクセス 車、バス、鉄道、徒歩など、特定の場所へ到達するための

手段。 

 AI（エーアイ） Artificial Intelligence の略。人口知能。人間の知的ふるま

いの一部をソフトウェアを用いて人工的に再現したもの。 

 NPO（エヌピーオー） Nonprofit Organization の略。非営利組織。政府や私企

業とは独立した存在として、住民・民間の支援のもとで社

会的な公益活動を行う組織・団体。 

 エリアマネジメント 地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させる

ための、住民・事業主・地権者等による主体的な取組み。 

か行 行政施設 市役所・支所などの施設の総称。 

 共助 身近な地域の住民同士などで互いに助け合う行為。 

 区域区分 都市計画区域内に設定する、市街化区域と市街化調整区域

の区分。 

 高次都市機能 都市機能の中でも、総合病院や文化ホール、大規模商業施

設など、都市圏を越えて広域的に影響力のある機能を指

す。 

 公共施設 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため

の施設。 

 交通結節点 異なる交通手段等を相互に連絡する乗り換え・乗り継ぎ施

設。（鉄道駅、バスターミナル、交通広場など） 

 高齢化率 全体の人口に占める 65 歳以上人口の割合。 

 古河市総合計画 市の将来の姿を明確に示し、まちづくりの総合的な指針と

なる最上位の計画。市が目指す将来の姿を示す「基本構

想」、まちづくりに係る施策の方向性を体系的に示す「基

本計画」、具体的な事業を示す「実行計画」をもって構成

する。 

 コンパクトシティ 90 年代初頭から着目され始めた都市形態のこと。様々な

都市機能を小さなエリアに集中させることで、歩いて生活

を完結させ、効率的で環境負荷が低い街を実現しようとい

う考え方に基づいている。 

 コンパクト・プラス・ 
ネットワーク 

国が進める重点施策で、人口減少・高齢化が進む中、特に

地方都市においては、地域の活力を維持するとともに、医

療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心して

暮らせるよう、地域公共交通と連携した、コンパクトなま

ちづくりへの転換が求められている。 
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用 語 解 説 

さ行 再生可能エネルギー 一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が

枯渇しないエネルギー源の総称。太陽光発電、風力発電、

バイオマス利用、水力発電、地熱発電、太陽熱利用、雪氷

熱利用、温度差熱利用、地中熱利用等がある。 

 CSR（シーエスアール）
活動 

Corporate Social Responsibility の略。民間事業者が社

会に対して責任を果たし、社会とともに発展していくため

の活動。 

 市街化区域 都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積

極的に開発・整備する区域。具体的には、既に市街地を形

成している区域、及び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的

に市街化を図るべき区域。 

 市街化調整区域 都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制す

べき区域。 

 自然共生型工法 生物多様性や自然環境の保全・復元・創出に効果のある工

法。 

 自然的土地利用 農地、山林、水面、砂浜、岩礁、河川敷などのその他の自

然地を指す。 

 シームレス化 シームレスとは「継ぎ目のない」を意味し、乗継ぎ等の交

通機関間の「継ぎ目」や交通ターミナル内の歩行や乗降に

際しての「継ぎ目」をハード・ソフト両面にわたって解消

することで、出発地から目的地までの移動を全体として円

滑かつ利便性の高いものとすること。 

 人口集中地区（DID） 国勢調査による 4,000人／㎞ 2以上の基本単位区が互いに

隣接して、人口が 5,000 人以上となる地区のこと。

Densely Inhabited District の頭文字から「DID」と呼ば

れる。 

 スプロール 市街化区域外の郊外部において、十分な基盤整備がされな

いまま無秩序な開発が行われ、市街地が拡大していくこ

と。 

 生活利便施設 銀行、郵便局、病院、スーパーマーケット、商店街など、

住宅の周辺にある生活に必要な諸々の施設。 

た行 地域地区 都市計画法に基づく都市計画の種類のひとつで、都市計画

区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物など

についての必要な制限を課すことにより、地域又は地区を

単位として一体的かつ合理的な土地利用を実現しようとす

るもの。 

 地区計画 住民の生活に身近な地区を単位として、安全で快適は街並

みの形成や良好な環境の保全などを目的に、住民の意向を

反映しながら、地区単位の整備目標、土地利用、地区施

設、建築物等の整備に関する方針や計画を、都市計画法に

基づいて定めるもの。 

 デマンド交通 利用者のデマンド（需要、要求）にあわせて運行する公共

交通機関。古河市では、利用登録した市民からの要望を受

け、自宅から目的地まで低額で利用できる乗り合いタクシ

ー。 

 田園地域 水田や畑、平地林などの自然環境を有する地域（市街化調

整区域）。 
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用 語 解 説 

 都市機能 一般的には、人々が暮らす上で必要となる、政治・行政機

能、商業機能、交通・通信機能、教育・文化・娯楽機能、

医療・福祉機能などをさす。 

 都市基盤 都市活動を支える道路、公園、上下水道などの施設の総

称。 

 都市計画区域 都市計画を策定する場ともいうべきもので、健康で文化的

な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画

の基本理念を達成するために、都市計画法その他の法令の

規制を受けるべき土地の区域として都道府県が指定した区

域。 

 都市公園 住民の利用に供する身近なものから広域的な利用に供する

ものまで様々な規模、種類のものがあり、その機能、目

的、利用対象等によって住区基幹公園（街区公園、近隣公

園、地区公園）、都市基幹公園（総合公園、運動公園）、

大規模公園（広域公園、レクリエーション都市）、国営公

園、特殊公園、緩衝緑地、都市緑地、緑道に区分される。 

 都市施設 都市の骨組みになる施設のことで、道路・駐車場などの交

通施設、公園・緑地・広場などの公共空地、水道・電気供

給施設・下水道などの供給施設・処理施設等を指す。都市

施設のうち、特に重要なものは、あらかじめその位置を都

市計画で定めておくことができる。 

 都市的土地利用 住宅用地、商業用地、工業用地、運輸施設用地、公共公益

用地、オープンスペース（公園緑地、ゴルフ場など）、そ

の他の空地（駐車場、資材置場、造成用地など）、交通用

地（道路用地、鉄道用地など）。 

 徒歩圏人口カバー率 市の総人口に対する各施設の徒歩圏内の人口の割合。古河

市では、徒歩圏域を各施設から 800ｍ、鉄道駅から 1

㎞、バス停から 500ｍとして算出している。 

 土地区画整理事業 既成市街地などにおいて、公共施設の整備改善と宅地の利

用増進を目的として、換地手法を用いて、土地の区画形質

を整え、道路・公園等の公共施設の新設・改良を行い、健

全な市街地の形成や良好な宅地の供給を行う事業。 

な行 日光街道 江戸時代に設けられた五街道の１つで、江戸日本橋から日

光坊中を結ぶ街道 

 年少人口 0 歳から 14 歳までの人口のこと。 

は行 パブリックコメント 政策や計画、条例の立案にあたり、行政が原案を公表して

事前に市民から意見を求め、施策に反映させる市民参加の

手法。 

 バリアフリー化 高齢者や障がい者などが生活や活動をするうえで障害とな

っている、道路や建物内の段差など、障壁を取り除き生活

しやすくすること。 

 PFI（ピーエフアイ） Private Finance Initiativeの略で、公共施設などの建設、

維持管理、運営を民間の資金、経営能力及び技術的能力を

活用して行う手法のこと。 

 PDCA（ピーディーシ
ーエー）サイクル 

Plan（計画）・Do（実施・実行）・Check（点検・評

価）・Action（処置・改善）を継続的に実施することに

より、事業等の改善を目指す手法。 
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用 語 解 説 

 PPP（ピーピーピー） Public Private Partnership の略で、行政が提供している

公共サービスを民間に開放することで、コストの低減や質

の向上、サービス提供形態の革新を実現しようとする取組

みのこと。行政と民間の協働（パートナーシップ）による

官民協力形態による事業実施方式の総称として、PFI を含

むより広い概念として用いられる。 

 ファシリティマネジメント 所有する土地・建物・設備などを経営にとって最適な状態

で運営し、維持するための総合的な管理手法のこと。近

年、この手法により公共施設の管理・運営にあたろうとい

う地方自治体が増えている。 

 扶助費 性質別歳出の一分類で、社会保障制度の一環として地方公

共団体が各種法令に基づいて実施する給付や、地方公共団

体が単独で行っている各種扶助に係る経費。 

ま行 マネジメント 管理。事業等の運営等を適切に操作・指導する機能又は方

法。 

 モビリティ・マネジメント 多様な交通施策を活用し、地域のモビリティ（移動状況）

を社会にも個人にも望ましい方向へ自発的に変化させてい

くよう導くこと。 

や行 ユニバーサルデザイン 高齢者や身体障がい者という特定の人に限定せず、また、

あらゆる体格、年齢、障がいの度合いに関係なく、できる

だけ多くの人々が利用可能であるように製品、建物、空間

等をデザインすること。 

 用途地域 都市計画法に基づく地域地区の一種で、建築物の無秩序な

混在を防ぎ、合理的な土地利用が行われるように定められ

た都市計画。住居、商業、工業など目指すべき市街地像に

応じて用途別に 13 種類に分類されており、用途地域ごと

に建築物の用途や容積率、建ぺい率等の制限が定められて

いる。 

ら行 リーマンショック 2008 年 9 月に、アメリカ合衆国の投資銀行が経営破綻し

たことに端を発して、連鎖的に世界規模の金融危機が発生

した事象の総括的な呼称。 
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２ 策定までの経緯 
 

（１）策定経緯 

アンケート
調 査 

平成 28 年 10 月 

～11 月 
まちづくり市民アンケート調査 

ワ ー ク 
シ ョ ッ プ 

平成 30 年 3 月 3 日 
いつまでも暮らしやすい古河を目指して 

～古河の未来を考えるワークショップ～ 

職 員 参 画 
平成 29 年 6 月 

～ 7 月 

平成 30 年 1 月 22 日 

施策調書 

 

関係課ヒアリング（危機管理課、子ども福祉課）

住民説明会 
平成 30 年 11 月 15 日 

11 月 19 日 

11 月 20 日 

総和地区 

古河地区 

三和地区 

パブリック
コ メ ン ト 

平成 30 年 11 月 15 日 

～12 月 4 日 

都市計画マスタープラン案及び立地適正化計画

案の公表、意見の募集 

策定委員会 

平成 29 年 3 月 １日 

５月 29 日 

 

平成 30 年 2 月 2 日 

6 月 26 日 

 

８月 21 日 

 

平成 31 年 2 月 13 日 

 

【第１回】委員会の設置、概要説明等 

【第２回】（都）見直しにあたっての視点 

（立）基本方針 

【第３回】（立）計画骨子案 

【第４回】（都）全体構想 

（立）素案（誘導区域・施設） 

【第５回】（都）地区別構想 

（立）素案（目標指標） 

【第６回】（都）実現化方針、修正事項の報告 

（立）修正事項の報告 

作 業 部 会 

平成 29 年 3 月 21 日 

5 月 16 日 

 

平成 30 年 1 月 17 日 

6 月 19 日 

 

8 月 1 日 

 

平成 31 年 1 月 11 日 

 

【第１回】作業部会の設置、概要説明等 

【第２回】（都）骨子案、改定のポイント等 

（立）施策・事業照会 

【第３回】（立）計画骨子案 

【第４回】（都）全体構想 

（立）素案（誘導区域・施設） 

【第５回】（都）地区別構想 

（立）素案（目標指標） 

【第６回】（都）実現化方針、修正事項の報告 

（立）修正事項の報告 

策定懇談会 

平成 29 年 5 月 31 日 

8 月 28 日 

 

平成 30 年 7 月 9 日 

 

9 月 28 日 

 

平成 31 年 1 月 24 日 

 

【第１回】座長選出、概要説明等 

【第２回】（都）骨子案、改定のポイント等 

（立）骨子案 

【第３回】（都）全体構想 

（立）素案（誘導区域・施設） 

【第４回】（都）地区別構想 

（立）素案（目標指標） 

【第５回】（都）実現化方針、修正事項の報告 

（立）修正事項の報告※  

※第５回策定懇談会は、欠席者多数により流会となった
ため、文書での意見照会を行いました。 
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都 市 計 画 
審 議 会 

平成 30 年 8 月 22 日 

平成 31 年 2 月 20 日 

中間報告 

諮問・答申 

国 ・ 県 等 
と の 協 議 

平成 29 年 7 月 5 日 

平成 30 年 7 月 18 日 

8 月 6 日 

11 月 2 日 

関東地方整備局協議 

茨城県協議 

関東地方整備局協議 

茨城県協議 

古河市議会 
平成 30 年 10 月 22 日 

平成 31 年 3 月 8 日 

議会全員協議会中間報告 

議会全員協議会報告 

（都）：都市計画マスタープランに係る議事、（立）：立地適正化計画に係る議事 

 

（２）市民参画・職員参画の概要 

■まちづくり市民アンケート調査 

目 的 

☑ 地区別に市民の生活圏や行動パターンなどの生活実態を把握し、本市の

新たな都市構造やそれを踏まえた都市機能誘導区域及び居住誘導区域を

検討するにあたっての根拠となる基礎データや意向抽出を主な目的とし

て実施 

調 査 期 間 平成 28 年 10 月 27 日～11 月 14 日 

調 査 対 象 市内在住の 20 歳以上の男女 2,000 名 

抽 出 方 法 無作為抽出 

回 収 結 果 回答数 666 票 回収率 33.3％ 

調 査 項 目 

１ 回答者の属性 

２ 日常の生活圏 

３ 古河市全体のまちづくりや都市構造について 

４ お住まいの地区の状況について 

５ 自由回答 
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■いつまでも暮らしやすい古河を目指して～古河の未来を考えるワークショップ～ 

目 的 
☑ 主に都市計画マスタープランの全体構想及び地区別構想の検討にあた

り、広く住民の意見を伺うこと、また市民のまちづくりに対する理解を

深めることを主な目的として実施 

開 催 日 平成 29 年３月３日 

参 加 者 の 
構 成 

各コミュニティ団体、民生委員、商工会（女性部、青年部）、 

認定農業者、市内高校生 計 42 名 

ワ ー ク 
シ ョ ッ プ 
の 流 れ 

受付 

１ 開会 

２ ワークショップの概要説明 

３ 市の現状及び考え方の説明 

４ 質疑応答 

５ 自己紹介と地区のオススメスポットの紹介 

６ ワークショップ① 地域のまちづくりの希望と不安 

７ ワークショップ② 地域が目指すべき将来のまちの姿 

８ 全体発表 

９ 閉会 

 

 

 

 

 

 

■職員参画（施策調書） 

目 的 
☑ 前都市計画マスタープランの検証として、掲げられている施策や取組み

の進捗状況や今後の展開等を把握し、都市計画マスタープランに反映す

るために実施 

調 査 期 間 平成 29 年６月～７月 

概 要 
☑ 前都市計画マスタープランに掲げられている施策や取組みをシートにま

とめ、関係各課にて記入 
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■住民説明会 

目 的 
☑ 都市計画マスタープラン案及び立地適正化計画案の周知、意見聴取を目

的に実施 

実 施 日 平成 30 年 11 月 15 日 平成 30 年 11 月 19 日 平成 30 年 11 月 20 日 

対 象 地 区 総和地区 古河地区 三和地区 

実 施 場 所 
古河市役所総和庁舎 

第２庁舎３階会議室 

スペース U 古河 

多目的ホール 

古河市役所三和庁舎 

３階会議室 

参 加 人 数 ３名 ６名 ２名 

意 見 数 合計 10 件 

 

■パブリックコメント 

目 的 
☑ 都市計画マスタープラン案及び立地適正化計画案の周知、意見聴取を目

的に実施 

実 施 期 間 平成 30 年 11 月 15 日～12 月 ４日 

閲 覧 場 所 古河庁舎市民窓口室、市民総合窓口課、都市計画課、市ホームページ 

意 見 数 ０件 

 

 

（３）策定体制の概要 

■策定委員会 

構 成 員 

副市長（委員長） 

教育長（副委員長） 

企画政策部長 

総務部長 

財政部長 

生活安全部長 

健康福祉部長 

産業部長 

都市建設部長 

上下水道部長 

教育部長 

議会事務局長 

 

■作業部会 

構 成 員 

都市計画主管部長（部会長） 

都市計画主管課長（副部会長） 

企画課、子ども入園課、総務課、危機管理課、財政課、資産税課、財産活用

課、市民協働課、防災交通課、環境課、福祉総務課、障がい福祉課、高齢福

祉課、介護保険課、健康づくり課、商工政策課、企業誘致・定住促進室、農

政課、土地改良課、生涯学習課、施設管理課、スポーツ振興課、都市計画

課、区画整理課、建築指導課、道路整備課、用地管理課、営繕住宅課、下水

道整備課、下水道管理課、水道課、教育環境整備課、農業委員会事務局の各

課補佐以上 
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■策定懇談会 

構成員 

役職 氏名 区分 役職等 

座 長 谷口 守 学 識 経 験 者 筑波大学システム情報系社会工学域教授 

副 座 長 小島 保 関連行政機関 県境工事事務所次長兼道路整備課長 

委 員 

土肥 靖史 

川俣 政勝 

学 識 経 験 者 

 

JR バス関東（株）佐野支店支店長 

廣瀬 秀一 茨城急行（株）古河営業所所長 

下村 宏幸 古河市商工会副会長 

蓮見 公男 古河商工会議所会頭 

鈴木 源一 

秋葉 邦之 
古河市工業会事務局長 

今泉 房雄 茨城むつみ農業協同組合常務理事 

綾部 孝 古河市社会福祉協議会地域福祉課長 

工藤 義人 古河市民間保育園協議会会長 

関根 ひろ子 古河市地域女性団体連絡会会長 

吉田 昭万 

市 民 

第３地区地区長 

長濱 忍 理事、第９地区地区長 

湯本 豊 

平間 基始男 

会長、第 19 地区地区長 

第 20 地区副地区長 

和田鍋 義峰 古河市 PTA 連絡協議会顧問 

石井 慎太郎 

印出 正人 

小林 祐樹 

古河青年会議所理事長 

中村 洋心 

入江 ふじこ 
関係行政機関 古河保健所所長 
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（４）都市計画審議会（諮問・答申） 
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